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(57)【要約】
【課題】違算が発生したり不正が発生したりする可能性
を低く抑えつつ、顧客を待たせる時間を短くすることが
できる貨幣処理装置及び貨幣処理方法を提供すること。
【解決手段】本発明は、貨幣処理装置であって、装置外
に載置される貨幣の画像データを取得する撮像手段と、
前記撮像手段によって取得された貨幣の画像データに基
づいて当該貨幣の金額情報を算出する算出手段と、前記
画像データに基づいて算出された金額情報を記録する記
録手段と、装置内に受け入れた貨幣を識別する識別手段
を備え、前記記録手段に記録された金額情報と、前記識
別手段による識別結果に基づいて特定される金額情報を
比較する比較処理が行われることを特徴とする貨幣処理
装置である。
【選択図】図１８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣処理装置であって、
　装置外に載置される貨幣の画像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段によって取得された貨幣の画像データに基づいて当該貨幣の金額情報を算
出する算出手段と、
　前記画像データに基づいて算出された金額情報を記録する記録手段と、
　装置内に受け入れた貨幣を識別する識別手段を備え、
　前記記録手段に記録された金額情報と、前記識別手段による識別結果に基づいて特定さ
れる金額情報を比較する比較処理が行われる
ことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項２】
　前記記録手段には、複数の金額情報が累積して記録される
ことを特徴とする請求項１に記載の貨幣処理装置。
【請求項３】
　前記記録手段に記録された金額情報は、前記比較処理が行われると、次の比較処理の対
象外となる
ことを特徴とする請求項１または２に記載の貨幣処理装置。
【請求項４】
　前記記録手段に記録される、比較処理の対象となる金額情報の累積件数が所定数を超え
る場合に、警告情報を出力する
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の貨幣処理装置。
【請求項５】
　前記記録手段に記録される、比較処理の対象となる金額情報の合算金額が所定額を超え
る場合に、警告情報を出力する
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の貨幣処理装置。
【請求項６】
　前記比較処理の結果、前記記録手段に記録された金額情報と、前記識別手段による識別
結果に基づいて特定される金額情報とが合致しない場合に、その旨を出力する
ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の貨幣処理装置。
【請求項７】
　前記比較処理の結果、前記記録手段に記録された金額情報と、前記識別手段による識別
結果に基づいて特定される金額情報とが合致しない場合に、両者の差額を出力する
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の貨幣処理装置。
【請求項８】
　撮像手段によって、装置外に載置される貨幣の画像データを取得する工程と、
　前記画像データに基づいて当該貨幣の金額情報を算出する工程と、
　算出された前記金額情報を記録する工程と、
　装置内に受け入れた貨幣を識別手段によって識別し、当該貨幣の金額情報を算出する工
程と、
　前記記録手段に記録された金額情報と、前記識別手段による識別結果に基づいて算出さ
れた金額情報とを比較する工程と、
を備えたことを特徴とする貨幣処理方法。
【請求項９】
　前記記録手段に記録された金額情報と、前記識別手段による識別結果に基づいて算出さ
れた金額情報とを比較した結果が一致しない場合に、両者が一致しない旨を出力する工程
が実施される
ことを特徴とする請求項８に記載の貨幣処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、貨幣を処理する貨幣処理装置及び貨幣処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、金融機関、交通機関の窓口、スーパーマーケット等の精算所においては、紙
幣や硬貨の入出金処理を機械的に自動処理するような貨幣処理装置や貨幣処理システムが
導入されている。
【０００３】
　このような貨幣入出金処理システムは、紙幣の入出金処理を行う紙幣処理装置と、硬貨
の入出金処理を行う硬貨処理装置と、商品、販売額、振込額等を登録するとともに紙幣処
理装置及び硬貨処理装置に対して指令を送る登録装置と、を含んでいる。この登録装置に
ついては、スーパーマーケット等の精算所においてはＰＯＳレジスタがその機能を持ち、
また金融機関や交通機関の窓口においてはテラーズマシンがその機能を持つようになされ
ている。
【０００４】
　この点、特許文献１では、入金優先処理と出金優先処理との双方を選択的に行えるよう
にした貨幣処理装置が開示されている。この特許文献１による貨幣処理装置でも、入金金
額を正確に算出するために入金優先処理を選択すると、入金された貨幣の繰り出し及び識
別を経た後で釣銭が払い出されることから、レジ等において顧客を待たせる時間が長くな
ってしまう。他方、特許文献１における出金優先処理を選択することで、貨幣の出金処理
を優先して行うことができ、顧客を待たせる時間を短くすることができる。しかしながら
、出金優先処理を選択した場合には、レジ係等の操作者が顧客から預かった預かり金を数
えて預かり金の合計金額を算出し、入力する必要があることから、釣銭金額に間違いが発
生する可能性があり、違算の原因となってしまう。また、レジ係等の操作者による不正が
発生するおそれもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４１２８２４４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたものであり、違算が発生したり不正が発生し
たりする可能性を低く抑えつつ、顧客を待たせる時間を短くすることができる貨幣処理装
置及び貨幣処理方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、貨幣処理装置であって、装置外に載置される貨幣の画像データを取得する撮
像手段と、前記撮像手段によって取得された貨幣の画像データに基づいて当該貨幣の金額
情報を算出する算出手段と、前記画像データに基づいて算出された金額情報を記録する記
録手段と、装置内に受け入れた貨幣を識別する識別手段を備え、前記記録手段に記録され
た金額情報と、前記識別手段による識別結果に基づいて特定される金額情報を比較する比
較処理が行われることを特徴とする貨幣処理装置である。
【０００８】
　本発明によれば、装置外に載置される貨幣の画像データを取得して金額情報を算出する
ことにより、金額情報を早く決めることができる。加えて、画像データに基づいて算出さ
れた金額情報と、装置内に受け入れた貨幣を識別して特定した金額情報を比較することに
より、貨幣が正しく貨幣処理装置内に受け入れられたか否か、確認できる。例えば、画像
データに基づく預かり金額の合計金額について、識別手段による識別結果に基づく預かり
金額の合計金額で確認することができるため、画像データにおいて生じ得るエラー（例え



(4) JP 2016-212756 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

ば貨幣が重なり合っていた場合等に生じ得る画像判別上のエラー）を適時に捕捉すること
ができる。
【０００９】
　通常状態においては、画像データに基づく金額情報について、識別手段による識別結果
に基づく金額情報で直ちに確認することが望ましい。従って、金額情報に１対１で対応す
る取引の度毎に、画像データに基づく金額情報の算出（画像判別処理工程を含む）と、識
別手段による識別結果に基づく金額情報の算出と、を行うことが望ましい。しかしながら
、現在の技術レベルにおいては、画像データに基づく金額情報の算出（画像判別処理工程
を含む）は極めて短時間に（実感としては瞬時に）行われるのに対して、識別手段による
識別結果に基づく金額情報の算出は、個別の貨幣の識別工程が含まれるため、紙幣数や硬
貨数が多い場合には、十数秒程度の時間がかかってしまう。
【００１０】
　従って、前記記録手段には、複数の金額情報が累積して記録されることが好ましい。こ
の場合、例えば、画像データに基づく金額情報の算出の後、引き続いて、画像データに基
づいて次以降の金額情報もぞれぞれ算出されて合算され、一方、識別部による識別結果に
基づいて累積分の金額情報が一括に算出され、両者が比較され得る。すなわち、画像デー
タに基づく預かり金額の金額情報について識別手段による識別結果を利用して確認する作
業を、金額情報の算出の度に行うのではなく、それらを累積的に合算した状態で行うこと
ができる。これにより、紙幣数や硬貨数が多い場合等のように、識別手段による識別結果
に基づく金額情報の算出に時間がかかると思われるような場合において、識別手段による
識別結果に基づく金額情報の合計金額の算出を随意に後回しにできる。
【００１１】
　前記記録手段に記録された金額情報は、前記比較処理が行われると、次の比較処理の対
象外となることが更に好ましい。
【００１２】
　また、前記記録手段に記録される、比較処理の対象となる金額情報の累積件数が所定数
を超える場合に、警告情報を出力することが更に好ましい。
【００１３】
　また、前記記録手段に記録される、比較処理の対象となる金額情報の合算金額が所定額
を超える場合に、警告情報を出力することが更に好ましい。
【００１４】
　また、前記比較処理の結果、前記記録手段に記録された金額情報と、前記識別手段によ
る識別結果に基づいて特定される金額情報とが合致しない場合に、その旨を出力すること
が更に好ましい。
【００１５】
　また、前記比較処理の結果、前記記録手段に記録された金額情報と、前記識別手段によ
る識別結果に基づいて特定される金額情報とが合致しない場合に、両者の差額を出力する
ことが更に好ましい。
【００１６】
　あるいは、本発明は、撮像手段によって、装置外に載置される貨幣の画像データを取得
する工程と、前記画像データに基づいて当該貨幣の金額情報を算出する工程と、算出され
た前記金額情報を記録する工程と、装置内に受け入れた貨幣を識別手段によって識別し、
当該貨幣の金額情報を算出する工程と、前記記録手段に記録された金額情報と、前記識別
手段による識別結果に基づいて算出された金額情報とを比較する工程と、を備えたことを
特徴とする貨幣処理方法である。
【００１７】
　当該方法において、前記記録手段に記録された金額情報と、前記識別手段による識別結
果に基づいて算出された金額情報とを比較した結果が一致しない場合に、両者が一致しな
い旨を出力する工程が実施されることが好ましい。
【発明の効果】
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【００１８】
　本発明によれば、装置外に載置される貨幣の画像データを取得して金額情報を算出する
ことにより、金額情報を早く決めることができる。加えて、画像データに基づいて算出さ
れた金額情報と、装置内に受け入れた貨幣を識別して特定した金額情報を比較することに
より、貨幣が正しく貨幣処理装置内に受け入れられたか否か、確認できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態による貨幣処理システムの一部を示す斜視図であ
る。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態による貨幣処理システムの構成を示す概略構成図
である。
【図３】図３は、本発明の一実施の形態による貨幣処理システムの構成を簡略化して示し
た制御ブロック図である。
【図４】図４は、本発明の一実施の形態による貨幣処理システムの構成を示した制御ブロ
ック図である。
【図５】図５（ａ）は、本発明の一実施の形態で用いられる吟味台の第二部材が第一部材
に対して閉状態となった際の斜視図であり、図５（ｂ）は、吟味台の第二部材が第一部材
に対して開状態となった際の斜視図であり、図５（ｃ）は、図５（ａ）及び図５（ｂ）に
示した態様とは異なる態様における吟味台を示した斜視図である。
【図６】図６（ａ）は、本発明の一実施の形態で用いられる吟味台の一例を示した平面図
であり、図６（ｂ）は、本発明の一実施の形態で用いられる吟味台の別の例を示した平面
図である。
【図７】図７は、本発明の一実施の形態で用いられる吟味台における第二部材及び第三部
材の一例を示した平面図である。
【図８】図８は、本発明の一実施の形態で用いられる載置台を示した平面図である。
【図９】図９は、本発明の一実施の形態の表示部で表示される画像データの一例を示した
図である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施の形態の表示部で表示される画像データの別の例を
示した図であり、異物が吟味台に載置されている態様を示した図である。
【図１１】図１１は、本発明の一実施の形態の登録表示部又は客側表示部で表示される表
示画面の一例を示した図である。
【図１２】図１２は、本発明の一実施の形態の登録表示部又は客側表示部で表示される表
示画面の別の例を示した図である。
【図１３】図１３は、本発明の一実施の形態の登録表示部又は客側表示部で表示される表
示画面のさらに別の例を示した図である。
【図１４】図１４は、本発明の一実施の形態の表示部で表示されるアラーム表示の一例を
示した図である。
【図１５】図１５（ａ）－図１５（ｄ）は、本発明の一実施の形態による貨幣処理システ
ムを用いた貨幣処理方法の一例を示すための図であり、一連の作業を示した図である。
【図１６】図１６は、図１５（ａ）－図１５（ｄ）に対応する表示画面の例を示した図で
ある。
【図１７】図１７（ａ）－図１７（ｄ）は、硬貨の計数例を示す表である。
【図１８】図１８は、累積モードが採用された場合の、図１６に対応する図である。
【図１９】図１９は、累積モードが採用された場合の処理フローの一例を示すフロー図で
ある。
【図２０】図２０（ａ）－図２０（ｂ）は、累積モードが採用された場合の、硬貨の計数
例を示す表である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
《構成》
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　以下、本発明に係る貨幣処理装置及び貨幣処理方法の一実施の形態について、図面を参
照して説明する。ここで、図１乃至図１５は本発明の一実施の形態を説明するための図で
ある。なお、本願において「貨幣」とは、「硬貨」、「紙幣」、又は、「硬貨」及び「紙
幣」の両方、のことを意味する。したがって、本願の「貨幣処理装置」は、「硬貨処理装
置１００」単体、「紙幣処理装置２００」単体、又は、「硬貨処理装置１００」及び「紙
幣処理装置２００」の両方、のことを意味する。なお、以下では、貨幣処理装置が硬貨処
理装置１００及び紙幣処理装置２００の両方を含む態様を用いて説明する。
【００２１】
　本実施の形態の貨幣処理システムは、硬貨処理装置１００及び紙幣処理装置２００のい
ずれかに接続されたＰＯＳレジスタやテラーズマシン等の登録装置３００、パソコン、サ
ーバ４００等を備えることができる（図１乃至図４参照）。硬貨処理装置１００及び紙幣
処理装置２００は一体となっていてもよいし、各々が別体となっていてもよい。なお、外
部装置とは、対象となっている装置以外の装置のことを意味し、例えば硬貨処理装置１０
０から見た場合には硬貨処理装置１００以外のあらゆる装置が外部装置に該当し、前述し
た例で言うと、紙幣処理装置２００、登録装置３００、パソコン、サーバ４００等が外部
装置に該当する。また、紙幣処理装置２００から見た場合には紙幣処理装置２００以外の
あらゆる装置が外部装置に該当し、前述した例で言うと、硬貨処理装置１００、登録装置
３００、パソコン、サーバ４００等が外部装置に該当する。また、例えば硬貨処理装置１
００及び紙幣処理装置２００を含む貨幣処理装置から見た場合には貨幣処理装置以外のあ
らゆる装置が外部装置に該当し、前述した例で言うと、登録装置３００、パソコン、サー
バ４００等が外部装置に該当する。
【００２２】
　本実施の形態では、硬貨処理装置１００、紙幣処理装置２００、登録装置３００及びサ
ーバ（例えば店舗サーバ）４００を備えた貨幣処理システムを用いて説明する。
【００２３】
　図２乃至図４に示すように、本実施の形態の登録装置３００はサーバ４００に通信接続
されている。そして、登録装置３００からサーバ４００に売上金情報、紙幣の記番号等の
情報が送信されるようになっている。また、各種設定情報等の情報が、サーバ４００から
登録装置３００（複数台でも可）に配信されるようになっている。
【００２４】
　図３及び図４に示すように、硬貨処理装置１００は、後述する操作表示部１５２を含む
硬貨処理装置１００の一部や紙幣処理装置２００の一部等を制御する上位制御部１０１と
、硬貨処理装置１００を制御する硬貨制御部１０２を有しており、これらの上位制御部１
０１及び硬貨制御部１０２は通信接続されている。また、紙幣処理装置２００は、紙幣処
理装置２００を制御する紙幣制御部２０２を有しており、この紙幣制御部２０２は硬貨処
理装置１００の上位制御部１０１に通信接続されている。また、図４に示すように、登録
装置３００は、登録装置３００を制御する登録制御部３０２を有しており、この登録装置
３００の登録制御部３０２は硬貨処理装置１００の上位制御部１０１に通信接続されてい
る。
【００２５】
　そして、硬貨処理装置１００において硬貨の入金処理、出金処理、精査処理、回収処理
等の様々な処理を行うと、硬貨処理装置１００の硬貨識別部１５０で識別された結果は硬
貨処理装置１００から上位制御部１０１を介して登録装置３００に出力されて、当該結果
が後述する登録表示部３５１で表示される。また、紙幣処理装置２００において紙幣の入
金処理、出金処理、精査処理、回収処理等の様々な処理を行うと、紙幣処理装置２００の
紙幣識別部２５０で識別された結果も紙幣処理装置２００から上位制御部１０１を介して
登録装置３００に出力されて、当該結果が登録表示部３５１で表示される。
【００２６】
　以下、硬貨処理装置１００、紙幣処理装置２００及び登録装置３００の構成について、
説明する。
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【００２７】
《硬貨処理装置１００》
　まず、本実施の形態の硬貨処理装置１００の構成について説明する。ちなみに、本実施
の形態の硬貨処理装置１００は、スーパー、コンビニエンスストア、ショッピングモール
、百貨店等の様々な場所で利用され、硬貨の入出金処理を行う硬貨釣銭機となっている。
【００２８】
ところで、硬貨処理装置１００としてはこのような硬貨釣銭機には限られることはなく、
例えば硬貨入金機、硬貨出金機、券売機、自動販売機等も含まれる。
【００２９】
　図４に示すように、本実施の形態の硬貨処理装置１００の上位制御部１０１には、イン
ターフェース１３２と、操作表示部１５２と、物理的なボタン等からなるボタン式操作部
１５３と、様々な情報を記憶する上位記憶部１５５が接続されており、これらと信号の送
受信を行い、これらを制御するように構成されている。また、硬貨制御部１０２には、後
述する、インターフェース１３３、硬貨受入部１１０、入金硬貨搬送部１２０、硬貨識別
部１５０、硬貨収納部１６０、振分部１２７，１２９、出金硬貨搬送部１８０、硬貨払出
部１９０、硬貨が通過したことを検知する検知センサ１２４，１２５，１６４及び様々な
情報を記憶する硬貨記憶部１０５等が接続されている。そして、上位制御部１０１は、操
作表示部１５２、ボタン式操作部１５３及び上位記憶部１５５等と信号の送受信を行い、
これらを制御するように構成されている。また、硬貨制御部１０２は、硬貨受入部１１０
、入金硬貨搬送部１２０、硬貨識別部１５０、硬貨収納部１６０、振分部１２７，１２９
、出金硬貨搬送部１８０、硬貨払出部１９０、検知センサ１２４，１２５，１６４及び硬
貨記憶部１０５等と信号の送受信を行い、これらを制御するように構成されている。なお
、以下の硬貨処理装置１００の説明において、硬貨処理装置１００の制御を主に硬貨制御
部１０２が行う態様を用いるが、このような態様に限られることはなく、硬貨制御部１０
２ではなく、上位制御部１０１、紙幣制御部２０２及び登録制御部３０２のいずれか１つ
以上の制御部が硬貨処理装置１００の制御を行ってもよい。
【００３０】
　本実施の形態の硬貨処理装置１００は、図２に示すように、硬貨筐体１０３と、硬貨を
硬貨筐体１０３の外部から入金するための硬貨受入部１１０と、硬貨筐体１０３内に設け
られ、硬貨を収納するとともに収納された硬貨を繰り出す硬貨収納部１６０と、硬貨筐体
１０３内において、硬貨受入部１１０から投入された硬貨を１枚ずつ硬貨収納部１６０ま
で入金経路に沿って搬送する入金硬貨搬送部１２０と、入金経路に沿って設けられ、入金
硬貨搬送部１２０で搬送される硬貨を識別して計数する硬貨識別部１５０と、を備えてい
る。また、図１に示すように、硬貨筐体１０３の上面には、操作者が操作信号を入力した
り操作者に所定の情報を表示したりするための操作表示部１５２が設けられている。本実
施の形態の操作表示部１５２はタッチパネルとなっており、操作表示部１５２に直接触れ
ることで、操作者が操作信号を入力することができる。なお、操作表示部１５２は液晶デ
ィスプレイ（ＬＣＤ）等からなってもよい。また、硬貨受入部１１０は、図１に示すよう
な開閉自在のシャッター１１５を有してもよい。
【００３１】
　図２に示すように、入金経路には、後述する金種別硬貨収納部１６１（つまり金種別硬
貨収納部１６１ａ～１６１ｆ）の各々に対応した検知センサ１２５と、当該検知センサ１
２５からの情報を受けて各金種別硬貨収納部１６１に対応する金種の硬貨を振り分ける複
数（本実施の形態では６つ）の入金振分部１２７が設けられている。各検知センサ１２５
は、対応する金種別硬貨収納部１６１の上流位置に対応して設けられている。
【００３２】
　また、図２に示すように、硬貨識別部１５０の下流位置であって硬貨収納部１６０の上
流位置には、硬貨識別部１５０で金種等を識別することができなかった硬貨をリジェクト
硬貨として振り分けるためのリジェクト振分部１２９が設けられている。本実施の形態で
は、図２に示すように、リジェクト振分部１２９は、硬貨識別部１５０の下流側であって
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入金振分部１２７の上流側に位置している。
【００３３】
　図２に示すように、リジェクト振分部１２９の直前の上流位置には検知センサ１２４が
設けられている。そして、硬貨識別部１５０でリジェクト硬貨であると判断され、かつ、
検知センサ１２４から硬貨が到達又は通過した旨の検知情報を受けた段階で、硬貨制御部
１０２がリジェクト振分部１２９を開状態とし、リジェクト硬貨をリジェクト振分部１２
９で取り込むようにしてもよい。なお、リジェクト振分部１２９が開状態となって当該リ
ジェクト振分部１２９に取り込まれることで、硬貨は入金経路から外れ、リジェクト搬送
経路（図示せず）を落下した後、後述する出金硬貨搬送部１８０によって硬貨払出部１９
０まで送られることとなる。
【００３４】
　図２に示すように、本実施の形態の硬貨処理装置１００は、硬貨収納部１６０から繰り
出された硬貨を出金経路に沿って搬送する出金硬貨搬送部１８０と、出金経路に繰り出さ
れて出金硬貨搬送部１８０で搬送された硬貨を出金する硬貨払出部１９０も備えている。
【００３５】
　本実施の形態の硬貨収納部１６０は、金種別に硬貨を収納する複数（本実施の形態では
６つ）の金種別硬貨収納部１６１を有しており、各金種別硬貨収納部１６１が水平方向で
並列に配置されている。金種別硬貨収納部１６１は、図２の下から順番に、５００円硬貨
、１００円硬貨、５０円硬貨、１０円硬貨、５円硬貨及び１円硬貨を収納するようになっ
ている。
【００３６】
　なお、金種別硬貨収納部１６１の各々は、硬貨を収納する金種別繰出収納庫と、金種別
繰出収納庫内に収納された硬貨を出金経路に繰り出すための繰出部（図示せず）と、所定
枚数の硬貨が繰り出された際にそれ以上の硬貨が繰り出されないように硬貨の繰り出しを
ストップさせるためのストッパ（図示せず）と、を有している。また、金種別硬貨収納部
１６１の各々には、金種別繰出収納庫から繰出部で繰り出される硬貨の枚数を検知する検
知センサ１６４（図４参照）が設けられている。
【００３７】
　本実施の形態では、硬貨処理装置１００の各金種に関する在高は、対象となる金種別硬
貨繰出収納部１６１に収納された硬貨の枚数から当該金種別硬貨繰出収納部１６１から繰
り出された硬貨の枚数を差し引くことで算出可能となる。金種別硬貨繰出収納部１６１に
収納された硬貨の枚数を算出する際には、具体的には、各金種別硬貨繰出収納部１６１に
対応して設けられた入金振分部１２７の上流位置の検知センサ１２５で硬貨の通過が確認
されたが当該入金振分部１２７の下流位置の検知センサ１２５で硬貨の通過が確認されな
かった場合には、当該入金振分部１２７で硬貨が取り込まれて、当該入金振分部１２７に
対応する金種別硬貨繰出収納部１６１に硬貨が収納されたと判断されて算出される。ただ
し、最も下流側に位置する金種別硬貨繰出収納部１６１ｆに関しては、当該金種別硬貨繰
出収納部１６１ｆの直前に位置する検知センサ１２５を通過した硬貨の枚数が当該金種別
硬貨繰出収納部１６１ｆに収納された硬貨の枚数となる。他方、各金種別硬貨繰出収納部
１６１から繰り出された硬貨の枚数は検知センサ１６４からの情報に基づいて算出される
。
【００３８】
　本実施の形態では、硬貨受入部１１０の近傍（図１に示す態様では硬貨筐体１０３の上
面）に硬貨を載置するための載置部１０に含まれる吟味台１４ａが設けられている。そし
て、吟味台１４ａに載置された硬貨の画像データを取得するためのカメラ等からなる撮像
部５０が設けられている。図１に示す態様では、撮像部５０は硬貨筐体１０３の奥行き側
に配置されているが、当然、これに限られることはなく、撮像部５０は吟味台１４ａに載
置された硬貨の画像データを取得することができる位置であればどのような場所に配置さ
れてもよく、例えば、登録装置３００の一種であるＰＯＳレジスタの近辺に設置されたポ
ール等に取り付けてもよい。
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【００３９】
　本実施の形態では、吟味台１４ａは、硬貨筐体１０３の上面に設けられており、吟味台
１４ａの載置面は硬貨受入部１１０よりも上方位置に位置づけられている。そして、吟味
台１４ａと硬貨受入部１１０との間には、吟味台１４ａに載置された硬貨を硬貨受入部１
１０へと導くためのシュート２０が設けられている。吟味台１４ａの載置面に載置された
硬貨はレジ係等の操作者が手でシュート２０に送り込むようになっていてもよいが、吟味
台１４ａの載置面がベルトコンベア等の搬送機構１６（図４参照）になっていたり、吟味
台１４ａの載置面上でシュート２０に向かう方向で進退したり吟味台１４ａの載置面上で
一定の角度で回転運動したりするワイパー等の押出部６０（図４参照）が設けられて、画
像データに基づいて算出された硬貨の合計金額について確定処理が行われると、搬送機構
１６や押出部６０が駆動されることで、吟味台１４ａの載置面に載置された硬貨がシュー
ト２０へ送られるようになっていてもよい。
【００４０】
　本実施の形態の吟味台１４ａは、図５（ａ）（ｂ）に示すように、吟味台１４ａ上に載
置される硬貨を互いに離間させた状態に区分けするための区分け部１５を有している。な
お、このような区分け部１５が設けられていることは必須ではなく、図５（ｃ）に示すよ
うに、吟味台１４ａは一般的に用いられている平坦な皿状となっていてもよい。
【００４１】
　区分け部１５の構造としては様々なものを挙げることができるが、一例としては、図５
（ａ）（ｂ）及び図６（ｂ）に示すように、吟味台１４ａの載置面に設けられ、載置面に
沿って形成される多角形状又は円形状の区画を画定する突出壁（いわゆるリブ）を挙げる
ことができる。また、別の例としては、図６（ａ）に示すように、吟味台１４ａの載置面
に設けられ、載置面に沿って形成される所定の区画の頂点に位置する複数の突起部を挙げ
ることができる。なお、載置面に沿って形成される多角形状としては、図５（ａ）（ｂ）
に示すような略正方形であってもよいが、図６（ｂ）に示すようにハニカム構造となって
いてもよく、様々な形状が考えられる。また、区画を画定する突出壁と区画の頂点に位置
する突起部とを組み合わせて採用することもできる。
【００４２】
　前述した「区画」の大きさとしては、取扱い対象とする硬貨のうち最大径の硬貨の直径
よりも大きく取扱い対象とする硬貨のうち最小径の硬貨の直径の２倍よりも小さくなって
いる態様を採用することができる。本願において「取扱い対象とする硬貨」とは、例えば
硬貨識別部１５０によって識別可能な硬貨のことを意味する。かりに日本円しか硬貨識別
部１５０で識別できないとすると、１円硬貨（最小径の硬貨）の直径は約２ｃｍであり、
５００円硬貨（最大径の硬貨）の直径は約２．６５ｃｍであることから、「区画」の大き
さは、２．６５ｃｍよりも大きく４ｃｍよりも小さくなるように設定される。ところで、
円形状の区画を画定する突出壁を採用した場合には、当該円形状の直径を、取扱い対象と
する硬貨のうち最大径の硬貨の直径（日本円の場合だと２．６５ｃｍ）よりも大きくし、
取扱い対象とする硬貨のうち最小径の硬貨の直径の２倍（日本円の場合だと４ｃｍ）より
も小さくしてもよい。
【００４３】
　また、区分け部１５の厚み（高さ）は、取扱い対象とする硬貨のうち最も厚みの薄い硬
貨の厚みよりも薄くなっていてもよい。かりに日本円しか硬貨識別部１５０で識別できな
いとすると、１円硬貨、５円硬貨及び１０円硬貨の厚みが最も厚みの薄い硬貨であり、そ
の厚さが約１．５ｍｍである。このため、この場合には、区分け部１５の厚み（高さ）を
１．５ｍｍよりも薄くし、例えば１ｍｍとしてやればよい。
【００４４】
　吟味台１４ａは、図５（ａ）（ｂ）で示すように、区分け部１５を有する第一部材１１
と、第一部材１１の下方に設けられるとともに第一部材１１に対して開閉可能な底板部で
ある第二部材１２と、を有していてもよい。第二部材１２は第一部材１１の底板としての
役割を果たしており、第二部材１２が第一部材１１に対して開状態となると、区分け部１
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５の区画内に収容されていた硬貨等が下方に落下することとなる。本実施の形態では、図
５（ｂ）に示すように、第二部材１２が第一部材１１に対して下方に揺動可能となってお
り、第二部材１２が第一部材１１に対して下方に揺動すると、区分け部１５の区画内に収
容されていた硬貨等が下方に落下することとなる。但し、これに限られることはなく、例
えば第二部材１２が第一部材１１に対してスライド可能となっており、第二部材１２が第
一部材１１に対してスライドすることで、区分け部１５の区画内に収容されていた硬貨等
が下方に落下するようになっていてもよい。なおこのように、吟味台１４ａが第一部材１
１及び第二部材１２を有している場合には、前述したシュート２０は吟味台１４ａの下方
に位置付けられることとなる。そして、第二部材１２が第一部材１１に対して開状態とな
ると、区分け部１５の区画内に収容されていた硬貨がシュート２０上に落下し、そのまま
硬貨受入部１１０に案内されることとなる。また、第二部材１２の第一部材１１に対する
開閉は手動で行われてもよいが自動で行われてもよい。第二部材１２の第一部材１１に対
する開閉が自動で行われる場合には、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額に
ついて確定処理が行われると、第二部材１２が第一部材１１に対して自動で開状態となり
、その後、自動で閉状態に戻ることになっていてもよい。
【００４５】
　ところで、本実施の形態のように第二部材１２が第一部材１１に対して開状態となる態
様を採用した場合には、画像データに基づいて硬貨の確定処理をした後で区分け部１５か
ら硬貨受入部１１０へ硬貨を移動させる際に、区分け部１５によって硬貨の移動が邪魔さ
れることがない点でも有益である。つまり、吟味台１４ａが区分け部１５を有する態様で
は、吟味台１４ａ上の硬貨を載置面に沿って移動させてシュート２０等の上に移動させよ
うとしても、区分け部１５が邪魔になってしまう。この点、第二部材１２が第一部材１１
に対して開状態となる場合には、区分け部１５内の硬貨がそのまま落下するので、区分け
部１５が邪魔になってしまう可能性を低減することができる。
【００４６】
　また、前述した第二部材１２に関しては、図７に示すように、当該第二部材１２にゴミ
抜き穴１２ａが形成されていてもよい。このゴミ抜き穴１２ａの大きさは取扱い対象とす
る硬貨のうち最小径の硬貨の直径よりも小さい大きさとなっており、最小径の硬貨がゴミ
抜き穴１２ａから落下しないようになっている。なお、第二部材１２の構造としては、例
えば図７に示すように網目構造となっているものを挙げることができるが、所定の箇所に
複数のゴミ抜き穴１２ａが形成されているような態様であってもよい。
【００４７】
　また、このように第二部材１２にゴミ抜き穴１２ａが形成されている態様においては、
図７に示すように、第二部材１２の下方に、当該第二部材１２に対して取り外し自在又は
開閉自在となった第三部材１３が設けられていてもよい。この第三部材１３は、ゴミ抜き
穴１２ａから落下した少なくともゴミを収容するゴミ収容部１３ａを有しており、ゴミを
収集する機能を果たす。ちなみに、第三部材１３は第一部材１１及び第二部材１２から分
離されており、第一部材１１及び第二部材１２の下方に載置されていてもよい。また、第
三部材１３が第二部材１２に対して開閉自在となっている場合には、例えば第二部材１２
が第一部材１１に対して取り外し自在となっており、第二部材１２及び第三部材１３を一
体として第一部材１１から取り外せるようにしてもよい。
【００４８】
　本実施の形態では、上位制御部１０１が、撮像部５０で取得された、吟味台１４ａに載
置された硬貨の画像データに基づいて、顧客が支払った硬貨の合計金額を算出するように
なっている（図９参照）。そして、上位制御部１０１は、上位制御部１０１が算出した硬
貨の合計金額（図９に示す態様では６００円）と後述する紙幣制御部２０２で算出された
紙幣の合計金額とを足し合わせて預かり金額を算出し、当該預かり金額と後述する登録装
置３００等から入力された売上金額とから釣銭金額を算出する。なお、本実施の形態では
撮像部５０が上位制御部１０１に接続された態様を用いて説明するが、これに限られるこ
とはなく、例えば登録装置３００の登録制御部３０２に撮像部５０が接続されてもよい。
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【００４９】
　上位制御部１０１は、撮像部５０で取得された画像データに基づいて、各硬貨の金種を
判別するようになっていてもよい（図９参照）。より具体的には、上位制御部１０１は、
硬貨の色、硬貨の中央部に穴が空いているか否か、硬貨の大きさ等に基づいて、画像デー
タ中の硬貨の各々の金種を判別してもよい。また、硬貨の両面の模様を上位記憶部１５５
等が記憶しており、上位制御部１０１は、上位記憶部１５５等で記憶されている模様と画
像データ中の模様とを比較することで、画像データ中の硬貨の各々の金種を判別してもよ
い。そして、上位制御部１０１は、判別した金種を合計することで硬貨の合計金額を算出
することになる。なお、図９に示す態様では、５００円硬貨（図９の左側に示された硬貨
）を円形状の枠で囲むとともに、５００円硬貨の近辺に「５００」という数値が表示され
ている。同様に、１００円硬貨（図９の右側に示された硬貨）を円形状の枠で囲むととも
に、１００円硬貨の近辺に「１００」という数値が表示されている。そして、画像データ
の右下には、これらの合計金額である「６００ｙｅｎ」が表示されている。
【００５０】
　撮像部５０ではリアルタイムで画像データが取得されている。そして、上位制御部１０
１は、撮像部５０によりリアルタイムで取得される画像データに基づいて、画像データ内
の硬貨の金種をリアルタイムで判別し、判別結果に基づく情報を登録装置３００の登録表
示部３５１及び／又は客側表示部３５６にリアルタイムで出力している。なお、客側表示
部３５６は図１に示すような小型のものでもよいが、登録表示部３５１と同程度の大きさ
からなるような大型のものでもよい。客側表示部３５６が小型のものである場合には、売
上金額、預かり金額及び釣銭金額等の取引情報が優先されて表示される。また、可能な場
合には、客側表示部３５６には取引情報に加えて、画像データや画像に映し出された硬貨
の金種の判別結果（図９における「５００」や「１００」の数値）が表示されてもよい。
【００５１】
なお、後述するアラーム表示等は画像データに重ね合わせて表示されてもよい。ちなみに
、客側表示部３５６は単に情報を表示するだけのものであってもよいが、タッチパネル等
からなり、所定の入力を行うことができるようになっていてもよい。
【００５２】
　ところで、本願の「リアルタイム」には多少のタイムラグがある場合も含まれ、仮に数
秒～１０秒未満（典型的には数秒）の遅れがあっても含まれる概念である。
【００５３】
　判別結果に基づく情報は、画像データ、当該画像データに映っている硬貨の金種、画像
データに映っている硬貨の合計金額、画像データに映っている硬貨の金種別枚数等が含ま
れていてもよい。登録装置３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６では、
判別結果に基づく情報に含まれている画像データ、当該画像データに映っている硬貨の金
種、画像データに映っている硬貨の合計金額、画像データに映っている硬貨の金種別枚数
等がリアルタイムで表示される。このため、顧客が吟味台１４ａに硬貨を足したり硬貨を
取り除いたりすると、硬貨が足されたことや硬貨が取り除かれたこともリアルタイムで反
映されて、登録装置３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６では、画像デ
ータに映っている硬貨の金種、硬貨の合計金額、硬貨の金種別枚数等がリアルタイムで変
化する。図９に示す態様では、登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６において、
画像データ、当該画像データに映っている硬貨の金種である１００円及び５００円、画像
データに映っている硬貨の合計金額である６００円がリアルタイムで表示されている。図
１１に示す態様では、登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６において、画像デー
タ、当該画像データに映っている硬貨の金種である１００円及び５００円、画像データに
映っている硬貨の合計金額である６００円、硬貨の金種別枚数（５００円硬貨が１枚及び
１００円硬貨が１枚）がリアルタイムで表示されている。なお、図１１に示す態様では、
後述する紙幣処理装置２００の紙幣識別部２５０で計数された結果である３３０００円（
図１１では「釣銭機投入額」として示されている。）、売上金額である３３５５５円（図
１１では「現金お支払い金額」として示されている。）、預かり金額の合計金額である３
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３６００円（図１１では「現金お預かり金額」として示されている。）、釣銭金額である
４５円（図１１では「おつり」として示されている。）と、後述する異物に関する情報（
図１１では「異物有り：取り除いてください」というメッセージ）も表示されている。
【００５４】
　ちなみに、撮像部５０で画像データが常時取得されている必要はなく、例えば売上金額
が確定した時点で撮像部５０によって画像データが取得され始め、取引の確定処理を行っ
た時点で撮像部５０による画像データの取得が終了してもよい。このような態様によれば
、無駄な画像データが記憶されることを防止することができる。
【００５５】
　また、本実施の形態では、撮像部５０で取得された画像データがリアルタイムで取得さ
れて、登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６で表示される態様を用いて説明する
が、これに限られることはない。例えば、一定の間隔毎に断続的に画像データを取得する
ようにしてもよいし、また、操作者が後述する登録操作部３５２等から所定の入力（オン
信号の入力）を行うことで撮像部５０において画像が取得され始め、操作者が登録操作部
３５２等から所定の入力（オフ信号の入力）を行うことで撮像部５０における画像の取得
が停止されてもよい。
【００５６】
　また、上位制御部１０１は、硬貨の画像データに基づいて硬貨の合計金額を算出し、硬
貨の合計金額と紙幣の合計金額から預かり金額を算出し、当該預かり金額に基づいて入力
された売上金額に対する釣銭金額又は不足金額を算出してもよい。この場合にも、リアル
タイムで釣銭金額又は不足金額が登録装置３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示
部３５６で表示されてもよい。このような態様によれば、釣銭金額又は不足金額に基づい
て、顧客は硬貨を吟味台１４ａに追加したり硬貨を吟味台１４ａから取り除いたりするこ
とができる。なお、図１１における「おつり」（釣銭金額）はリアルタイムで変化するよ
うになっており、仮に５円硬貨を吟味台１４ａ上に載置すると「おつり」は「５０円」と
なり、他方、仮に１００円硬貨を吟味台１４ａから取り除くと「おつり」は「－５５円」
となり不足金額が表示されることとなる。なお、このように不足金額が表示される際には
、「おつり」という表示ではなく「不足金額」といった預かり金額が不足していることを
示す表示に切り替わってもよいし、赤色等の通常とは異なる色（強調色）で不足金額が表
示されてもよい。
【００５７】
　また、上位制御部１０１は、後述する登録操作部３５２等から入力された売上金額に基
づいて吟味台１４ａに余分な硬貨が載置されているか否かをリアルタイムで判断してもよ
い。売上金額に基づいて吟味台１４ａに余分な硬貨が載置されている場合には、登録装置
３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６で余分な硬貨が吟味台１４ａに載
置されていることがリアルタイムで表示され、一例としては余分な硬貨を円形状や四角形
状等の所定の形状で取り囲むとともに、余分である旨を表示してもよい。ちなみに、売上
金額に基づいて吟味台１４ａに余分な硬貨が載置されている場合というのは、売上金額が
１１０円であるにも関わらず、吟味台１４ａに１枚の５００円硬貨と２枚の１０円硬貨が
載置されているような場合であり、このときには１枚の１０円硬貨が余分な硬貨となる。
【００５８】
すなわち、吟味台１４ａに載置された硬貨のうち、釣銭として払い出されうる硬貨が含ま
れている場合には、売上金額に基づいて吟味台１４ａに余分な硬貨が載置されていると判
断されることになる。なお、前述した登録操作部３５２は、商品に印刷されたり貼り付け
られたりしているバーコード情報を読み取るバーコードリーダを含んでいる。
【００５９】
　また、吟味台１４ａ上で硬貨が重なって配置されている場合には、登録装置３００の登
録表示部３５１、客側表示部３５６等の報知部でその旨が報知されてもよい。この場合に
は、硬貨が重なっている旨のメッセージが登録装置３００の登録表示部３５１、客側表示
部３５６等で表示されてもよいし、登録装置３００の登録表示部３５１、客側表示部３５
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６等で硬貨が重なっている箇所が所定の形状で囲まれて表示されてもよい。
【００６０】
　前述したように、撮像部５０ではリアルタイムで画像が取得されているが、登録装置３
００の登録操作部３５２等で確定処理する際には、撮像部５０で取得された画像データが
静止画として上位記憶部１５５に記憶されてもよい。このように上位記憶部１５５で記憶
された静止画は、周期的に又は取引が確定される度に、登録装置３００を介してサーバ４
００へと送られ、サーバ４００のサーバ記憶部４０５（図４参照）で記憶されて管理され
てもよい。なお、画像データの静止画は、取引日時、レジ番号、担当者、購入商品、売上
金額、預かり金額、釣銭金額等の取引情報と関連付けされて、上位記憶部１５５やサーバ
記憶部４０５等で記憶される。なお、一定の期間（例えば２４時間以内）であれば、撮像
部５０で撮像された動画も上位記憶部１５５やサーバ記憶部４０５で記憶されていてもよ
い。この場合には、動画を用いて画像データに基づく硬貨の合計金額の算出経過を後で確
認することができる。
【００６１】
　上位制御部１０１は、撮像部５０で取得された画像データに基づいて、硬貨以外の異物
（例えば、ゴミ、クリップ、レシート、硬貨識別部１５０で識別できない外国硬貨等）を
リアルタイムで検出するようになっていてもよい（図１０参照）。そして、上位制御部１
０１は、このように画像データに基づいて異物が検出された場合には、異物に関する情報
を出力してもよい。異物に関する情報には、異物が存在する旨の情報だけではなく、異物
が存在する場所、異物の大きさ、異物の種類に関する情報が含まれてもよい。ところで、
汚損が激しい硬貨や変形してしまった硬貨等も異物として検出される。
【００６２】
　上位制御部１０１から異物に関する情報が出力されると、異物が吟味台１４ａに載って
いることが登録装置３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６で表示される
。このように異物が吟味台１４ａに載っていることを表示する際には、メッセージが表示
されてもよいし、異物の箇所が円形状や四角形状等の所定の形状で取り囲まれて登録装置
３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６で表示されるようにしてもよい。
【００６３】
なお、図１０に示す態様では、「異物有り」というメッセージが表示されるだけではなく
、異物と判断された箇所が四角で囲まれている。また、異物の種類、例えば、ゴミ、クリ
ップ、レシート、硬貨識別部１５０で識別できない外国硬貨等の種別が登録装置３００の
登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６で表示されてもよい。また、撮像部５０で
画像データを取得する際に用いられる撮像用の照明が設けられている場合には、当該照明
の色が通常の場合から変化したり点滅したりする等して、異物が吟味台１４ａに載置され
ていることが報知されてもよい。ちなみに、このような撮像用の照明を採用した場合には
、画像データ上での硬貨の輪郭を明確に読み取ることができる点で有益である。また、こ
の撮像用の照明は、撮像部５０で画像データを取得している間だけ点灯し、それ以外のと
きには消えていてもよい。
【００６４】
　なお、画像データから異物が存在していると判断されている間は、画像データに基づい
て算出された硬貨の合計金額について確定処理を受け付けないようにしてもよい。この場
合には、吟味台１４ａから当該異物が除去された時点で、画像データに基づいて算出され
た硬貨の合計金額について確定処理が受け付けられることとなる。ちなみに、画像データ
から異物が存在していると判断されている間であっても、強制的に確定処理を行うことが
できるようにしてもよい。
【００６５】
　前述したように汚損が激しい硬貨や変形してしまった硬貨等も異物として検出されるこ
ととなるが、このような事態に備えて、登録操作部３５２や操作表示部１５２から所定の
入力（例えば加算許可入力）を行うことで、画像データに基づいて算出された硬貨の合計
金額に、登録操作部３５２や操作表示部１５２から手入力した金種別枚数や合計金額を加
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算したものを硬貨の総合計金額として算出できるようにしてもよい。また、このような態
様に限られることはなく、登録操作部３５２や操作表示部１５２から所定の入力（例えば
加算許可入力）を行うことで、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額に、硬貨
識別部１５０による識別結果に基づいて算出された硬貨の合計金額を加算したものを硬貨
の総合計金額として算出できるようにしてもよい。この場合には、汚損が激しい硬貨や変
形してしまった硬貨をとりあえず硬貨処理装置１００の硬貨受入部１１０内に投入し、硬
貨識別部１５０で識別不可能としてリジェクトされた場合には、当該硬貨の金種別枚数や
合計金額を手入力するようにしてもよい。
【００６６】
　ちなみに、図１２に示す態様では、登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６にお
いて、手入力された金額が「手入力預かり額」として示されており、その金額は１００円
となっている。また、図１３に示す態様では、登録表示部３５１及び／又は客側表示部３
５６において、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された硬貨の合計金額が
「機械計数」として示されており、その金額は３００円となっている。
【００６７】
　硬貨制御部１０２は、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて硬貨受入部１１０で
受け入れられた硬貨の合計金額を算出するようになっていてもよい。そして、撮像部５０
で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と、硬貨識別部１５０によ
る識別結果に基づいて算出された合計金額とを比較するようになっていてもよい。この場
合には、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と、硬
貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない場合には、
上位制御部１０１がその旨を出力するようにしてもよい。このように出力された情報に基
づいて、登録表示部３５１に、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された
硬貨の合計金額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合
致しないことが表示（例えばアラーム表示）されてもよい（図１４参照）。図１４に示す
態様では、金額が合致していない旨のメッセージ（「金額不一致が発生しています。」及
び「入金貨幣を確認して下さい。」というメッセージ）、画像データに基づいて算出され
た硬貨の合計金額、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額、及
び、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と硬貨識別部１５０による識別結果
に基づいて算出された合計金額との差分が示されている。
【００６８】
　なお、前述した登録装置３００の登録表示部３５１及び客側表示部３５６は、所定の情
報を報知する報知部に含まれている。この報知部は、登録装置３００の登録表示部３５１
及び客側表示部３５６のように視覚を通じて情報を報知するものだけではなく、音等の聴
覚を通じて情報を報知するものも含まれてもよい。この場合には、登録装置３００の登録
表示部３５１又は客側表示部３５６で表示されるあらゆる情報を音声で報知することもで
きる。一例として、報知部は、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された
硬貨の合計金額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合
致しないこと、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額、硬貨識別部１５０によ
る識別結果に基づいて算出された合計金額、及び、画像データに基づいて算出された硬貨
の合計金額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額との差分の
各々を音声で報知してもよい。
【００６９】
　前述のように撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額
と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない場合に
は、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額が正しく撮像部５０
で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額が誤っていたものとして、
逆に、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額が正しく
硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額が誤っていたものとして
、判断されて処理されてもよい。この場合には、撮像部５０で取得された画像データに基
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づいて算出された硬貨の合計金額及び硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出さ
れた合計金額と、どちらを「正」として処理したかが登録記憶部３０５やサーバ記憶部４
０５に記憶されてもよい。
【００７０】
　また、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と硬貨
識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない場合には、硬
貨処理装置１００で受け入れられた硬貨の全てを硬貨払出部１９０から返却するようにし
てもよい。このような態様を採用することで、硬貨識別部１５０による識別結果に基づい
て算出された合計金額が正しかったかを操作者が確認することができる。また、撮像部５
０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と硬貨識別部１５０によ
る識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない場合には、上位制御部１０１が
上位記憶部１５５又はサーバ記憶部４０５に記憶された当該取引の画像データを読み出し
、当該画像データを登録装置３００の登録表示部３５１に表示させてもよい。このような
態様を採用することで、画像データに基づいて算出された合計金額が正しかったかを操作
者が確認することができる。
【００７１】
　また、前述のように撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合
計金額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない
場合には、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額又は
硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額のいずれかが修正される
か、強制終了されるまでは、新規の取引を受け付けないようにしてもよい。
【００７２】
　ところで、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額について確定処理がなされ
ることなく硬貨が硬貨処理装置１００の硬貨受入部１１０で受け入れられたときには、画
像データに基づいて硬貨の合計金額を算出することなく、硬貨処理装置１００の硬貨識別
部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額のみを用いて取引を行うようにし
てもよい。ちなみに、このように画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額につい
て確定処理がなされない場合としては、硬貨の枚数がかなり多いことから吟味台１４ａ上
に硬貨を分離して配置するのに時間がかかってしまう場合や画像データによる硬貨の合計
金額の算出に対して精度上多少の不安がある場合、誤って操作者が硬貨受入部１１０内に
硬貨を投入してしまった場合、撮像部５０の不具合等でそもそも画像データを取得できな
い場合、何らしかの不具合で画像データに基づいて各硬貨の金種を正確に識別できていな
い場合等を挙げることができる。
【００７３】
　前記では、撮像部５０で取得された画像データに基づいて吟味台１４ａ上の硬貨の合計
金額を算出し、最終的には釣銭金額を算出する態様について説明したが、これに限られる
ことはない。撮像部５０で取得された画像データに基づいて吟味台１４ａ上の硬貨の合計
金額を算出し、当該合計金額を利用してＩＣカードや携帯電話等に対する電子マネーのチ
ャージを行うようにしてもよい。ちなみに、吟味台１４ａにカードリーダ１７ａやカード
リーダライタ１７ｂが組み込まれていてもよく（図４参照）、吟味台１４ａにＩＣカード
や携帯電話等を載置することで、電子マネーによって支払いができるようにしてもよいし
、ＩＣカードや携帯電話等に電子マネーのチャージを行うことができるようにしてもよい
。
【００７４】
　前記では、カメラ等からなる撮像部５０が硬貨筐体１０３の上面に載置されている態様
を用いて説明したが、これに限られることはない。例えば、吟味台１４ａの載置面が透明
になっている態様を採用した場合には、撮像部５０を吟味台１４ａの下方に載置し、透明
な載置面を介して、吟味台１４ａ上に載置された硬貨の画像データを取得するようにして
もよい。また、シュート２０の途中にライン状のイメージセンサ（ラインセンサ）等から
なる撮像部５０を載置し、シュート２０に沿って落下する硬貨の画像データを取得するよ
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うにしてもよい。
【００７５】
　また、前述した吟味台１４ａは必ずしも必要ではなく、カウンターのテーブル、登録装
置３００の置き台等の載置台１４ｂ（図８参照）に硬貨を載置するようにし、撮像部５０
は当該載置台１４ｂ上に載置された硬貨の画像データを取得するようにしてもよい。なお
、このようにカウンターのテーブル等に硬貨を載置する場合には、撮像部５０で撮像可能
な位置であり硬貨を載置すべき場所をシール、プリント、光線等によって分かるようにし
てもよい。なお、カウンターのテーブル等のうち硬貨を載置すべき箇所は、顧客及びレジ
係等の操作者の両者の手が届く箇所であって、視認できる箇所であることが望ましい。ち
なみに、登録装置３００の置き台は登録操作部３５２の手前に位置していることが一般的
である。ちなみに、吟味台１４ａ及び載置台１４ｂの両方が載置部１０に含まれている。
【００７６】
　吟味台１４ａ、載置台１４ｂ等の載置部１０の載置面はＬＣＤ等の表示画面１８（図４
参照）となっていてもよい。このような態様を採用した場合には、撮像部５０が撮像する
際に表示画面１８を発光させることでコントラストを高めることができ、硬貨の認識レベ
ルを向上させることができる。また、異物を検出した際には異物の場所を表示画面１８で
直接示したり、異物の載置されている場所を異なる色で表示したり点滅させたりすること
もできる。また、売上金額に基づいて載置部１０に余分な硬貨が載置されている場合には
、余分な硬貨の場所を表示画面１８で直接示したり、余分な硬貨の載置されている場所を
異なる色で表示したり点滅させたりしてもよい。また、前記で登録表示部３５１及び／又
は客側表示部３５６で表示されるとした情報（例えば、売上金額、画像データに基づいて
算出された硬貨の合計金額、釣銭金額、不足金額等を含む。）を表示画面１８上で直接表
示してもよい。一般に顧客の視線は硬貨を載置した場所を向くことから、このような態様
を採用した場合には、顧客は載置部１０に載置した硬貨に関する情報を容易に取得するこ
とができる点で有益である。また、載置部１０自体に表示機能を持たせなくても、載置部
１０の近傍位置にプロジェクタ等の投影装置を配置して、各種情報を載置部１０に映し出
すようにしてもよい。このような態様を採用した場合には、カウンターのテーブルが載置
部１０を構成する場合でも、テーブル内に表示機器を埋め込んだり配線をつないだりする
必要がなくなる点で有益である。
【００７７】
　吟味台１４ａ及び載置台１４ｂに関して述べたことは、当然のことながら、硬貨だけで
はなく紙幣にも採用することができる。
【００７８】
　ところで、前述した態様とは異なり、硬貨受入部１１０に直接硬貨を載置し、当該硬貨
の画像データを撮像部５０で取得するようにしてもよい。この場合には、硬貨受入部１１
０は比較的大型になっており、硬貨受入部１１０に投入された各硬貨を分離できるように
なっていることが望ましい。
【００７９】
　また、硬貨処理装置１００とは全く別の場所で、硬貨の画像データを取得するようにし
てもよい。この場合には、複数の撮像部５０に対して１台の硬貨処理装置１００が設置さ
れるようにしてもよく、硬貨処理装置１００をあくまでも硬貨の金種別枚数を再確認した
り硬貨を保管したりするために用い、撮像部５０で撮像された画像データに基づいて、一
般的な取引が行われるようにしてもよい。
【００８０】
　また、硬貨筐体１０３上に直接硬貨を載置できるようにしてもよい。この場合には、硬
貨筐体１０３上に載置された硬貨の画像データを撮像部５０で取得することとなる。この
場合には、硬貨筐体１０３には硬貨を案内するための案内壁が設けられており、レジ係等
の操作者が手によって硬貨筐体１０３上に載置された硬貨を滑らせるか、前述した押出部
６０のような部材によって硬貨筐体１０３上に載置された硬貨を滑らせることで、硬貨受
入部１１０に硬貨を投入するようにしてもよい。
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【００８１】
　なお、前述したシャッター１１５は、待機時から画像データに基づいて算出された硬貨
の合計金額について確定処理がなされるまでの間、閉じられたままであってもよい。そし
て、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額について確定処理がなされるか強制
的にシャッター１１５を開ける旨の指令が入力されるとシャッター１１５が開くようにし
てもよい。このような態様を採用することで、画像データに基づいて算出された硬貨の合
計金額について確定処理がなされていないにも関わらず、誤って硬貨が硬貨受入部１１０
内に落下することを防止することができる。
【００８２】
　また、図１に示すようにシャッター１１５は上面が平坦な形状となっており、当該シャ
ッター１１５上に硬貨を載置できるようになっていてもよい。そして、待機時から画像デ
ータに基づいて算出された硬貨の合計金額について確定処理がなされるまでの間、シャッ
ター１１５は閉じられたままになっており、画像データに基づいて算出された硬貨の合計
金額について確定処理がなされるか強制的にシャッター１１５を開ける旨の指令が入力さ
れるとシャッター１１５が開き、シャッター１１５上に載置された硬貨が硬貨受入部１１
０内に落下するようにしてもよい。この場合には、シャッター１１５上に載置された硬貨
を撮像できる位置に撮像部５０を載置すればよい。また、シャッター１１５の上面に、前
述したような区分け部１５が形成されていてもよい。
【００８３】
　また、本実施の形態では画像データに基づいて硬貨の金種を識別することから、硬貨識
別部１５０によって識別する場合と比較して、容易に多種類の硬貨の金種を識別すること
ができる。このため、例えば、ドル、セント、ユーロ、元等の所定の外国硬貨を識別する
ための情報と、当該外国硬貨に対する為替レートとを上位記憶部１５５等に記憶させてお
くことで、外国硬貨をそのまま支払いに用いるようにすることもできる。また、この場合
には、複数の外国硬貨が入り交じっていてもよく、例えば日本円の硬貨とＵＳドルの硬貨
とを混合して支払いに用いた場合であっても、日本円にしていくらの金額であるのかを算
出することができる。ちなみに、このように外国硬貨でそのまま支払いを行う場合には、
硬貨識別部１５０を別途開発することなく、硬貨識別部１５０によって硬貨の識別を行わ
ないようにしたり、硬貨識別部１５０で硬貨の識別を行うものの日本円以外の硬貨はリジ
ェクト硬貨として取り扱い、別途保管するようにしてもよい。
【００８４】
　また、硬貨を載置するための吟味台１４ａやカウンターのテーブル、登録装置３００の
置き台等の載置台１４ｂは重量計１９（図４参照）を含んでいてもよい。この場合には、
金種別の硬貨の重量を上位記憶部１５５等に予め記憶させておいて、画像データに基づく
硬貨の金種別枚数から全硬貨の重量を算出し、重量計１９によって得られた重量と合致し
ているか否かを、上位制御部１０１等で判断することになる。そして、画像データに基づ
いて算出された全硬貨の重量が重量計１９によって得られた重量と合致していることを、
画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額に対して確定処理を行うための条件とし
てもよい。また、画像データに基づいて算出された全硬貨の重量が重量計１９によって得
られた重量に基づくデータと合致していない場合には、登録表示部３５１、客側表示部３
５６等の報知部でその旨が報知されてもよい。なお、両重量データが合致しない理由とし
ては、硬貨が重なって配置されており下側の硬貨の画像を取得できていない場合や、外来
光等の影響や装置の不具合等によって画像を取得できなかった硬貨が存在する場合等が想
定される。
【００８５】
　以上の説明においては、硬貨制御部１０２が、画像データに基づいて預かり金額（硬貨
分）の合計金額を算出する度毎に、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて預かり金
額（硬貨分）の合計金額を算出して、両者を比較するようになっている。このモードは、
本実施の形態では、通常モードと呼ばれる。
【００８６】
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　これに対して、硬貨制御部１０２は、画像データに基づいて預かり金額の合計金額（あ
るいは、金種別枚数）を算出した後、引き続いて次の取引に関する画像データに基づいて
次以降の預かり金額の合計金額（あるいは、金種別枚数）をそれぞれ算出して（必要に応
じてシャッター１１５が開閉制御される）記憶部５０５に累積して記憶する一方、硬貨識
別部１５０による識別結果に基づいて当該累積分の預かり金額の合計金額（あるいは、金
種別枚数）を一括に算出して、両者を比較することもできるようになっている。このよう
なモードは、累積モードと呼ばれ、本実施の形態では通常モードと累積モードとが切り替
えられるようになっている。
【００８７】
　この場合、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額の
合算額（累積記憶分）と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて一括に算出された金
額とが合致した場合は、記憶部５０５に記憶された金額情報を消去して、待機状態に復帰
して次の取引に備える。一方、両者が合致しない時には、上位制御部１０１がその旨を出
力し得る。
【００８８】
　このように出力された情報に基づいて、登録表示部３５１に、撮像部５０で取得された
画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額の合算額と硬貨識別部１５０による識別
結果に基づいて一括に算出された金額とが合致しないことが表示（例えばアラーム表示）
され得る（図１４参照）。
【００８９】
　図１４に示す態様では、金額が合致していない旨のメッセージ（「金額不一致が発生し
ています。」及び「入金貨幣を確認して下さい。」というメッセージ）、画像データに基
づいて算出された硬貨の合計金額の合算額、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて
一括に算出された金額、及び、両者の差額（画像データに基づいて算出された硬貨の合計
金額の合算額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額との差
分）が示されるようになっている。
【００９０】
　登録装置３００の登録表示部３５１及び／または客側表示部３５６は、所定の情報を報
知する報知部として、例えば、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された
硬貨の合計金額の合算額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて一括に算出された
金額とが合致しないこと、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨
の合計金額の合算額、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額
、両者の差額（画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額の合算額と硬貨識別部１
５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額との差分）、の各々を、音声等で報
知してもよい。
【００９１】
　また、登録装置３００の登録表示部３５１及び／または客側表示部３５６は、硬貨につ
いて累積モードが採用されている場合には、その旨を表示されることが好ましい。この場
合、登録表示部３５１及び／または客側表示部３５６は、預かり金額の累積件数や、累積
分の預かり金額の合計金額に対応する撮像部５０で取得された画像データに基づく合算後
の金額を表示するようになっていることが好ましい。また、これらの場合、登録表示部３
５１及び／または客側表示部３５６は、累積件数が所定数を超えている場合に警告表示を
するようになっていたり、合算後の金額が所定額を超えている場合に警告表示をするよう
になっていることが更に好ましい。
【００９２】
　前述のように撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額
の合算額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額とが合致し
ない場合には、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額が正し
く撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額の合算額が誤
っていたものと判断されて、処理され得るか、あるいは、撮像部５０で取得された画像デ
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ータに基づいて算出された硬貨の合計金額の合算額が正しく硬貨識別部１５０による識別
結果に基づいて一括に算出された金額が誤っていたものと判断されて、処理され得る（但
し、識別エラーではなく、投入エラーである可能性が高い）。これらの場合、撮像部５０
で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額の合算額と硬貨識別部１５
０による識別結果に基づいて一括に算出された金額との内、どちらが「正」として処理さ
れたかが、登録記憶部３０５やサーバ記憶部４０５に記憶され得る。
【００９３】
　また、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額の合算
額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額とが合致しない場
合に、硬貨処理装置１００で受け入れた硬貨の全てを硬貨払出部１９０から返却するよう
にしてもよい。このような態様を採用することで、硬貨識別部１５０による識別結果に基
づいて一括に算出された金額が正しかったか否かを、操作者が直ちに確認することができ
る。
【００９４】
　また、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額の合算
額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額とが合致しない場
合に、上位制御部１０１が上位記憶部１５５又はサーバ記憶部４０５に記憶された対応す
る累積分の取引の画像データを読み出し、当該画像データを登録装置３００の登録表示部
３５１に切替表示させてもよい。このような態様を採用することで、画像データに基づい
て算出された合計金額の各々が正しかったか否かを、操作者が直ちに確認することができ
る。
【００９５】
　硬貨制御部１０２における通常モードと累積モードとの切り替えについては、例えば、
基本的には通常モードが採用されていて、画像データに基づいて預かり金額（硬貨分）の
合計金額が算出された後、画像データが取得された当該貨幣が硬貨受入部１１０に投入さ
れる前に次の取引の貨幣の画像データが取得されたような場合に、自動的に累積モードに
切り替えられ得る。この場合、次の取引の貨幣がすでに顧客から供出されている訳だから
、当該顧客を待たせることは避けたい所、このような場合に累積モードに切り替えられれ
ば、画像データに基づく預かり金額の合計金額について識別部による識別結果を利用して
確認する作業を後回しにできる。
【００９６】
　その後、例えば、更に次の取引の貨幣の画像データが取得される前に、それまでの貨幣
が硬貨受入部１１０に投入されることで、画像データに基づく預かり金額の合計金額につ
いての識別部による識別結果を利用しての確認作業が完了され、再び通常モードに戻され
る。
【００９７】
　硬貨制御部１０２における通常モードと累積モードとの切り替えについては、切り替え
スイッチが用意されて、操作者によって随意に手動で行われるようになっていてもよい。
【００９８】
　また、硬貨制御部１０２における通常モードと累積モードとの切り替えについては、後
述される紙幣制御部２０２における通常モードと累積モードとの切り替えに追従するよう
になっていてもよい。
【００９９】
　尚、上記説明では、記憶部５０５に記憶された金額情報は、識別結果と合致した場合に
は消去されていたが、必ずしも消去される必要はなく、所定のフラグを付与することによ
り、比較対象外とするようにしてもよい。
【０１００】
《紙幣処理装置２００》
　次に、本実施の形態の紙幣処理装置２００の構成について説明する。ちなみに、本実施
の形態の紙幣処理装置２００は、スーパー、コンビニエンスストア、ショッピングモール
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、百貨店等の様々な場所で利用され、紙幣の入出金処理を行う紙幣釣銭機となっている。
【０１０１】
ところで、紙幣処理装置２００としてはこのような紙幣釣銭機には限られることはなく、
例えば紙幣入金機、紙幣出金機、券売機、自動販売機等も含まれる。
【０１０２】
　図２に示すように、紙幣処理装置２００は、略直方体形状の紙幣筐体２０３と、紙幣を
紙幣筐体２０３の外部から入金するための紙幣受入部２１０と、紙幣受入部２１０から入
金された紙幣を搬送する紙幣搬送部２２０と、紙幣受入部２１０から入金された紙幣の金
種等を識別して計数する紙幣識別部２５０と、紙幣搬送部２２０で搬送された紙幣を収納
するとともに収納された紙幣を繰り出す紙幣収納部２６０と、リジェクト紙幣や紙幣収納
部２６０に収納されていた紙幣を出金するための紙幣払出部２９０と、を備えている。な
お、紙幣搬送部２２０は、図２に示すように、紙幣筐体２０３内の略中央部に設けられた
環状の周回搬送部２２０ａと、紙幣受入部２１０、紙幣収納部２６０、紙幣払出部２９０
等と、周回搬送部２２０ａとの間をそれぞれ接続する複数の接続搬送部２２０ｂとを有し
ている。ちなみに、周回搬送部２２０ａに紙幣識別部２５０が設けられている。また、本
実施の形態の紙幣収納部２６０は金種別に紙幣を収納する３つの金種別紙幣収納部２６１
（２６１ａ，２６１ｂ，２６１ｃ）を有している。
【０１０３】
　紙幣受入部２１０は、紙幣が入金されると自動で又は操作表示部１５２、ボタン式操作
部１５３、登録操作部３５２等からの入力信号を受けて駆動されて当該紙幣を紙幣筐体２
０３内に繰り出す入金紙幣操出部（図示せず）を有している。また、紙幣収納部２６０は
、必要に応じて紙幣収納部２６０から紙幣を繰り出す出金紙幣繰出部（図示せず）を有し
ている。
【０１０４】
　また、図２に示すように、紙幣搬送部２２０には、回収処理を行う際に紙幣収納部２６
０から繰り出された紙幣を収納する紙幣回収カセット２３５が連結されている。なお、紙
幣識別部２５０で識別された紙幣の金種を収納するための紙幣収納部２６０がフル（満杯
）状態又はニアフル（ほぼ満杯）状態である場合には、この紙幣はオーバーフロー紙幣と
して、紙幣回収カセット２３５に収納されてもよい。
【０１０５】
　また、図２に示すように、紙幣搬送部２２０には、紙幣収納部２６０から繰り出された
紙幣が紙幣識別部２５０によって識別できない場合に、当該紙幣（出金リジェクト紙幣）
を収納する出金紙幣リジェクト部２３０が連結されている。
【０１０６】
　紙幣処理装置２００の各金種に関する在高は、対象となる金種別紙幣収納部２６１に収
納された紙幣の枚数から当該金種別紙幣収納部２６１から繰り出された紙幣の枚数を差し
引くことで算出可能となる。ちなみに、各金種別紙幣収納部２６１に対応して設けられた
検知センサ２２５からの情報に基づいて対象となる金種別紙幣収納部２６１内に紙幣が収
納されたことが検出され、他方、当該検知センサ２２５からの情報に基づいて対象となる
金種別紙幣収納部２６１から紙幣が繰り出されたことが検出される。
【０１０７】
　また、図２に示すように、検知センサ２２５は、出金紙幣リジェクト部２３０及び紙幣
回収カセット２３５の各々に対応するようにも設けられており、当該検知センサ２２５か
らの情報に基づいて、出金紙幣リジェクト部２３０及び紙幣回収カセット２３５の各々に
収納されている紙幣の枚数も検出できるようになっている。ちなみに、本実施の形態では
、紙幣受入部２１０及び紙幣払出部２９０にも対応して検知センサ２２５が設けられてい
る。紙幣受入部２１０に対応して設けられた検知センサ２２５は紙幣受入部２１０で受け
入れられた紙幣が当該検知センサ２２５を通過したかを検知するために用いられる。また
、紙幣払出部２９０に対応して設けられた検知センサ２２５は紙幣払出部２９０から払い
出されるべき紙幣が当該検知センサ２２５を通過したかを検知するために用いられる。
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【０１０８】
　図４に示すように、紙幣処理装置２００の紙幣制御部２０２には、インターフェース２
３２、紙幣受入部２１０、紙幣搬送部２２０、出金紙幣リジェクト部２３０、紙幣識別部
２５０、紙幣収納部２６０、紙幣払出部２９０、紙幣記憶部２０５、検知センサ２２５等
がそれぞれ接続されている。そして、紙幣制御部２０２は、紙幣受入部２１０、紙幣搬送
部２２０、出金紙幣リジェクト部２３０、紙幣識別部２５０、紙幣収納部２６０、紙幣払
出部２９０、紙幣記憶部２０５、検知センサ２２５等と信号の送受信を行い、これらを制
御するように構成されている。なお、以下の紙幣処理装置２００の説明において、紙幣処
理装置２００の制御を主に紙幣制御部２０２が行う態様を用いるが、このような態様に限
られることはなく、紙幣制御部２０２ではなく、上位制御部１０１、硬貨制御部１０２及
び登録制御部３０２のいずれか１つ以上の制御部が紙幣処理装置２００の制御を行っても
よい。
【０１０９】
　ところで、撮像部５０で取得された所定の場所に載置された紙幣の画像データに基づい
て、紙幣の合計金額を算出し、当該紙幣の合計金額に硬貨の合計金額を加算することで預
かり金額の合計金額を算出するようにしてもよい。
【０１１０】
　各紙幣の金種を判別する場合には、上位制御部１０１が、画像データ上の紙幣面に印刷
された金額情報、例えば「１０００」、「５０００」、「１００００」等を判別すればよ
い。なお、紙幣を所定の場所に載置する場合には、例えば紙幣が扇状に載置されるように
してもよい。また、紙幣を載置するための専用の吟味台や載置台を設けてもよいし、同じ
吟味台又は載置台の中で、紙幣を載置する部分と硬貨を載置する部分とを分けて設けても
よい。
【０１１１】
　また、上位制御部１０１は、撮像部５０で取得された所定の場所に載置された紙幣の画
像データに基づいて、紙幣の記番号を判別するようにしてよい。このように紙幣の記番号
が判別された場合には、当該記番号は、登録装置３００を介してサーバ４００に送られ、
サーバ記憶部４０５で記憶されて管理されてもよい。また、上位制御部１０１で紙幣の記
番号が判別されると、サーバ記憶部４０５に予め記憶されている偽札の記番号や盗難紙幣
の記番号といったブラックリスト上の記番号と照合されて、照合した結果、ブラックリス
トに載っている記番号である場合にはその旨が登録装置３００の登録表示部３５１に表示
されるようにしてもよい。
【０１１２】
　また、前述したような紙幣に関する情報だけではなく、上位制御部１０１は、撮像部５
０で取得された紙葉類やカードの画像データに基づいて、当該紙葉類やカードの情報を取
得するようにしてもよい。例えば、商品券の金額情報、クーポン券の割引情報、会員カー
ドの会員番号等を、撮像部５０で取得された画像データに基づいて取得してもよい。
【０１１３】
　本実施の形態の紙幣に関しても、硬貨に関して述べたのと同様の態様を採用することが
できる。以下では、重複する記載となるから適宜省略しつつ説明する。
【０１１４】
　本実施の形態では、上位制御部１０１が、撮像部５０で取得された、所定の場所に載置
された紙幣の画像データに基づいて、顧客が支払った紙幣の合計金額を算出するようにな
っていてもよい。そして、上位制御部１０１は、上位制御部１０１が算出した紙幣の合計
金額と、同じく上位制御部１０１が硬貨の画像データに基づいて算出した硬貨の合計金額
とを足し合わせて預かり金額とし、当該預かり金額と登録装置３００等から入力された売
上金額とから釣銭金額を算出してもよい。なお、硬貨の合計金額に関しては、画像データ
に基づいて算出されることなく、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出されて
もよい。
【０１１５】
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　上位制御部１０１は、撮像部５０で取得された画像データに基づいて、前述したように
紙幣面に印刷された金額情報や、場合によっては紙幣の大きさ、紙幣の色等によって、各
紙幣の金種を判別するようになっていてもよい。また、紙幣の両面の模様を上位記憶部１
５５等が記憶しており、上位制御部１０１は、上位記憶部１５５等で記憶されている模様
と画像データ中の模様とを比較することで、画像データ中の紙幣の各々の金種を判別して
もよい。このように金種が判別されると、判別した金種別枚数を合計することで紙幣の合
計金額を算出することができる。
【０１１６】
　撮像部５０ではリアルタイムで画像データが取得されている。そして、上位制御部１０
１は、撮像部５０によりリアルタイムで取得される画像データに基づいて、画像データ内
の紙幣の金種をリアルタイムで判別し、判別結果に基づく情報を登録装置３００の登録表
示部３５１及び／又は客側表示部３５６にリアルタイムで出力している。この判別結果に
基づく情報は、画像データ、当該画像データに映っている紙幣の金種、画像データに映っ
ている紙幣の合計金額、画像データに映っている紙幣の金種別枚数等が含まれていてもよ
い。登録装置３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６では、画像データ、
当該画像データに映っている紙幣の金種、画像データに映っている紙幣の合計金額、画像
データに映っている紙幣の金種別枚数等がリアルタイムで表示される。このため、顧客が
所定の場所である載置部１０に紙幣を足したり紙幣を取り除いたりすると、紙幣が足され
たことや紙幣が取り除かれたこともリアルタイムで反映されて、登録装置３００の登録表
示部３５１及び／又は客側表示部３５６では、画像データに映っている紙幣の金種、紙幣
の合計金額、紙幣の金種別枚数等がリアルタイムで変化する。
【０１１７】
　また、上位制御部１０１は、紙幣の画像データに基づいて紙幣の合計金額を算出し、硬
貨の合計金額と紙幣の合計金額から預かり金額を算出し、当該預かり金額に基づいて入力
された売上金額に対する釣銭金額又は不足金額を算出してもよい。この場合にも、リアル
タイムで釣銭金額又は不足金額が登録装置３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示
部３５６で表示され、釣銭金額又は不足金額に基づいて、顧客は紙幣を所定の場所である
載置部１０に追加したり紙幣を載置部１０から取り除いたりすることができる。
【０１１８】
　また、上位制御部１０１は、売上金額に基づいて載置部１０に余分な紙幣が載置されて
いるか否かをリアルタイムで判断してもよい。そして、売上金額に基づいて載置部１０に
余分な紙幣が載置されている場合には、登録装置３００の登録表示部３５１及び／又は客
側表示部３５６で余分な紙幣が載置部１０に載置されていることが表示され、一例として
は余分な紙幣を所定の形状で取り囲むとともに、余分である旨を表示してもよい。ちなみ
に、売上金額に基づいて載置部１０に余分な紙幣が載置されている場合というのは、前述
した硬貨の場合と同様、載置部１０に載置された紙幣のうち、釣銭として払い出されうる
紙幣が含まれている場合には、売上金額に基づいて載置部１０に余分な紙幣が載置されて
いると判断されることになる。
【０１１９】
　また、載置部１０で紙幣が重なって配置されて紙幣の金額情報が隠れてしまっており、
紙幣の金種を判別することができない場合には、登録装置３００の登録表示部３５１、客
側表示部３５６等の報知部でその旨が報知されてもよい。この場合には、紙幣が重なって
いる旨のメッセージが登録装置３００の登録表示部３５１、客側表示部３５６等で表示さ
れてもよいし、登録装置３００の登録表示部３５１、客側表示部３５６等で紙幣が重なっ
ている箇所が所定の形状で囲まれて表示されてもよい。
【０１２０】
　上位制御部１０１は、撮像部５０で取得された画像データに基づいて、紙幣以外の異物
（例えば、ゴミ、クリップ、レシート、紙幣識別部２５０で識別できない外国紙幣等）を
リアルタイムで検出するようになっていてもよい。そして、上位制御部１０１は、このよ
うに画像データに基づいて異物が検出された場合には、異物に関する情報を出力してもよ
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い。異物に関する情報には、異物が存在する旨の情報だけではなく、異物が存在する場所
、異物の大きさ、異物の種類に関する情報が含まれてもよい。ところで、汚損が激しい紙
幣等も異物として検出される。
【０１２１】
　上位制御部１０１から異物に関する情報が出力されると、異物が載置部１０に載ってい
ることが登録装置３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６で表示される。
【０１２２】
このように異物が載置部１０に載っていることを表示する際には、メッセージが表示され
てもよいし、異物の箇所が円形状や四角形状等の所定の形状で取り囲まれて登録装置３０
０の登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６で表示されるようにしてもよい。また
、異物の種類、例えば、ゴミ、クリップ、レシート、紙幣識別部２５０で識別できない外
国紙幣等の種別が登録装置３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６で表示
されてもよい。また、撮像用の照明が設けられている場合等には、当該照明の色が通常の
場合から変化したり点滅したりする等して、異物が載置部１０に載置されていることが報
知されてもよい。
【０１２３】
　なお、画像データから異物が存在していると判断されている間は、画像データに基づい
て算出された紙幣の合計金額について確定処理を受け付けないようにしてもよい。この場
合には、載置部１０から当該異物が除去された時点で、画像データに基づいて算出された
紙幣の合計金額について確定処理が受け付けられることとなる。ちなみに、画像データか
ら異物が存在していると判断されている間であっても、強制的に確定処理を行うことがで
きるようにしてもよい。
【０１２４】
　前述したように汚損が激しい紙幣等も異物として検出されることとなるが、このような
事態に備えて、登録操作部３５２や操作表示部１５２から所定の入力（例えば加算許可入
力）を行うことで、画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額に、登録操作部３５
２や操作表示部１５２から手入力した金種別枚数や合計金額を加算したものを紙幣の総合
計金額として算出できるようにしてもよい。また、このような態様に限られることはなく
、登録操作部３５２や操作表示部１５２から所定の入力（例えば加算許可入力）を行うこ
とで、画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額に、紙幣識別部２５０による識別
結果に基づいて算出された紙幣の合計金額を加算したものを紙幣の総合計金額として算出
できるようにしてもよい。この場合には、汚損が激しい紙幣をとりあえず紙幣処理装置２
００の紙幣受入部２１０内に投入し、紙幣識別部２５０で識別不可能としてリジェクトさ
れた場合には、当該紙幣の金種別枚数や合計金額を手入力するようにしてもよい。
【０１２５】
　紙幣制御部２０２は、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて紙幣受入部２１０で
受け入れられた紙幣の合計金額を算出するようになっていてもよい。そして、撮像部５０
で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額と、紙幣識別部２５０によ
る識別結果に基づいて算出された合計金額とを比較するようになっていてもよい。そして
、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額と、紙幣識別
部２５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない場合には、上位制
御部１０１がその旨を出力するようにしてもよい。このように出力された情報に基づいて
、登録装置３００の登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６に、撮像部５０で取得
された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額と紙幣識別部２５０による識別結
果に基づいて算出された合計金額とが合致しないことが表示（例えばアラーム表示）され
てもよい。この際、登録表示部３５１及び／又は客側表示部３５６は、画像データに基づ
いて算出された紙幣の合計金額、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された
合計金額、画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額と紙幣識別部２５０による識
別結果に基づいて算出された合計金額との差分等を表示してもよい。また、報知部は、撮
像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額と紙幣識別部２５
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０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しないこと、画像データに基づ
いて算出された紙幣の合計金額、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された
合計金額、画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額と紙幣識別部２５０による識
別結果に基づいて算出された合計金額との差分等を音声で報知してもよい。
【０１２６】
　前述のように撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額
と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない場合に
は、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された合計金額が正しく撮像部５０
で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額が誤っていたものとして、
逆に、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額が正しく
紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された合計金額が誤っていたものとして
、判断されて処理されてもよい。この場合には、撮像部５０で取得された画像データに基
づいて算出された紙幣の合計金額及び紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出さ
れた合計金額と、どちらを「正」として処理したかが登録記憶部３０５やサーバ記憶部４
０５に記憶されてもよい。
【０１２７】
　また、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額と紙幣
識別部２５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない場合には、紙
幣処理装置２００で受け入れられた紙幣の全てを紙幣払出部２９０から返却するようにし
てもよい。このような態様を採用することで、紙幣識別部２５０による識別結果に基づい
て算出された合計金額が正しかったかを操作者が確認することができる。また、撮像部５
０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額と紙幣識別部２５０によ
る識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない場合には、上位制御部１０１が
上位記憶部１５５又はサーバ記憶部４０５に記憶された当該取引の画像データを読み出し
、当該画像データを登録装置３００の登録表示部３５１に表示させてもよい。このような
態様を採用することで、画像データに基づいて算出された合計金額が正しかったかを操作
者が確認することができる。
【０１２８】
　また、前述のように撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合
計金額と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない
場合には、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額又は
紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された合計金額のいずれかが修正される
か、強制終了されるまでは、新規の取引を受け付けないようにしてもよい。
【０１２９】
　ところで、画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額について確定処理がなされ
ることなく紙幣が紙幣処理装置２００の紙幣受入部２１０で受け入れられたときには、画
像データに基づいて紙幣の合計金額を算出することなく、紙幣処理装置２００の紙幣識別
部２５０による識別結果に基づいて算出された合計金額のみを用いてもよい。
【０１３０】
　なお、紙幣に関しても、撮像部５０で取得された画像データに基づいて載置部１０に載
置された紙幣の合計金額を算出し、当該合計金額を利用してＩＣカードや携帯電話等に対
する電子マネーのチャージを行うようにしてもよい。
【０１３１】
　カメラ等からなる撮像部５０は、紙幣が載置される載置部１０を上方から撮像してもよ
いが、紙幣が載置される載置部１０の載置面が透明になっている態様を採用した場合には
、撮像部５０を載置面の下方に載置し、透明な載置面を介して、載置部１０に載置された
紙幣の画像データを取得するようにしてもよい。
【０１３２】
　また、硬貨の場合と同様、載置部１０の載置面が例えばＬＣＤ等の表示画面１８となっ
ていてもよい。この場合に採用されうる態様は、硬貨において説明したとおりである。
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【０１３３】
　また、紙幣処理装置２００とは全く別の場所で、紙幣の画像データを取得するようにし
てもよい。この場合には、複数の撮像部５０に対して１台の紙幣処理装置２００が設置さ
れるようにしてもよく、紙幣処理装置２００をあくまでも紙幣の金種別枚数を再確認した
り紙幣を保管したりするために用い、撮像部５０で撮像された画像データに基づいて、一
般的な取引が行われるようにしてもよい。
【０１３４】
　また、ドル、ユーロ、元、ウォン等の所定の外国紙幣を識別するための情報と、当該外
国紙幣に対する為替レートとを上位記憶部１５５等に記憶させておくことで、外国紙幣を
そのまま支払いに用いるようにしていてもよい。また、この場合には、複数の外国紙幣が
入り交じっていてもよく、例えば日本円の紙幣とＵＳドルの紙幣とを混合して支払いに用
いた場合であっても、日本円にしていくらの金額であるのかを算出することができる。ち
なみに、このように外国紙幣でそのまま支払いを行う場合には、紙幣識別部２５０を別途
開発することなく、紙幣識別部２５０によって紙幣の識別を行わないようにしたり、紙幣
識別部２５０で紙幣の識別を行うものの日本円以外の紙幣はリジェクト紙幣として取り扱
い、別途保管するようにしてもよい。
【０１３５】
《紙幣処理装置２００の累積モード》
　以上の説明においては、紙幣制御部２０２が、画像データに基づいて預かり金額（紙幣
分）の合計金額を算出する度毎に、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて預かり金
額（紙幣分）の合計金額を算出して、両者を比較するようになっている。このモードは、
本実施の形態では、通常モードと呼ばれる。
【０１３６】
　これに対して、紙幣制御部２０２は、画像データに基づいて預かり金額の合計金額（あ
るいは金種別枚数）を算出した後、引き続いて次の取引に関する画像データに基づいて次
以降の預かり金額の合計金額（あるいは金種別枚数）をそれぞれ算出して記憶部５０５に
累積して記憶する一方、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて当該累積分の預かり
金額の合計金額（あるいは金種別枚数）を一括に算出して、両者を比較することもできる
ようになっている。このようなモードは、累積モードと呼ばれ、本実施の形態では通常モ
ードと累積モードとが切り替えられるようになっている。
【０１３７】
　この場合、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額の
合算額と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて一括に算出された紙幣の金額とが合
致しない時には、上位制御部１０１がその旨を出力し得る。
【０１３８】
　このように出力された情報に基づいて、登録表示部３５１に、撮像部５０で取得された
画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額の合算額と紙幣識別部２５０による識別
結果に基づいて一括に算出された金額とが合致しないことが表示（例えばアラーム表示）
され得る（図１４参照）。
【０１３９】
　図１４に示す態様では、金額が合致していない旨のメッセージ（「金額不一致が発生し
ています。」及び「入金貨幣を確認して下さい。」というメッセージ）、画像データに基
づいて算出された紙幣の合計金額の合算額、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて
一括に算出された金額、及び、両者の差額（画像データに基づいて算出された紙幣の合計
金額の合算額と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額との差
分）が示されるようになっている。
【０１４０】
　登録装置３００の登録表示部３５１及び／または客側表示部３５６は、所定の情報を報
知する報知部として、例えば、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された
紙幣の合計金額の合算額と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて一括に算出された
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金額とが合致しないこと、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣
の合計金額の合算額、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額
、両者の差額（画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額の合算額と紙幣識別部２
５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額との差分）、の各々を、音声等で報
知してもよい。
【０１４１】
　また、登録装置３００の登録表示部３５１及び／または客側表示部３５６は、紙幣につ
いて累積モードが採用されている場合には、その旨を表示されることが好ましい。この場
合、登録表示部３５１及び／または客側表示部３５６は、預かり金額の累積件数や、累積
分の預かり金額の合計金額に対応する撮像部５０で取得された画像データに基づく合算後
の金額を表示するようになっていることが好ましい。また、これらの場合、登録表示部３
５１及び／または客側表示部３５６は、累積件数が所定数を超えている場合に警告表示を
するようになっていたり、合算後の金額が所定額を超えている場合に警告表示をするよう
になっていることが更に好ましい。
【０１４２】
　前述のように撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額
の合算額と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額とが合致し
ない場合には、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額が正し
く撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額の合算額が誤
っていたものと判断されて、処理され得るか、あるいは、撮像部５０で取得された画像デ
ータに基づいて算出された紙幣の合計金額の合算額が正しく紙幣識別部２５０による識別
結果に基づいて一括に算出された金額が誤っていたものと判断されて、処理され得る（但
し、識別エラーではなく、投入エラーである可能性が高い）。これらの場合、撮像部５０
で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額の合算額と紙幣識別部２５
０による識別結果に基づいて一括に算出された金額との内、どちらが「正」として処理さ
れたかが、登録記憶部３０５やサーバ記憶部４０５に記憶され得る。
【０１４３】
　また、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額の合算
額と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額とが合致しない場
合に、紙幣処理装置２００で受け入れた紙幣の全てを紙幣払出部２９０から返却するよう
にしてもよい。このような態様を採用することで、紙幣識別部２５０による識別結果に基
づいて一括に算出された金額が正しかったか否かを、操作者が直ちに確認することができ
る。
【０１４４】
　また、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額の合算
額と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて一括に算出された金額とが合致しない場
合に、上位制御部１０１が上位記憶部１５５又はサーバ記憶部４０５に記憶された対応す
る累積分の取引の画像データを読み出し、当該画像データを登録装置３００の登録表示部
３５１に切替表示させてもよい。このような態様を採用することで、画像データに基づい
て算出された合計金額の各々が正しかったか否かを、操作者が直ちに確認することができ
る。
【０１４５】
　紙幣制御部２０２における通常モードと累積モードとの切り替えについても、例えば、
基本的には通常モードが採用されていて、画像データに基づいて預かり金額（紙幣分）の
合計金額が算出された後、画像データが取得された当該貨幣が紙幣受入部２１０に投入さ
れる前に次の取引の紙幣の画像データが取得されたような場合に、自動的に累積モードに
切り替えられ得る。この場合、次の取引の紙幣がすでに顧客から供出されている訳だから
、当該顧客を待たせることは避けたい所、このような場合に累積モードに切り替えられれ
ば、画像データに基づく預かり金額の合計金額について識別部による識別結果を利用して
確認する作業を後回しにできる。
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【０１４６】
　その後、例えば、更に次の取引の紙幣の画像データが取得される前に、それまでの紙幣
が紙幣受入部２１０に投入されることで、画像データに基づく預かり金額の合計金額につ
いての識別部による識別結果を利用しての確認作業が完了され、再び通常モードに戻され
る。
【０１４７】
　紙幣制御部２０２における通常モードと累積モードとの切り替えについても、切り替え
スイッチが用意されて、操作者によって随意に手動で行われるようになっていてもよい。
【０１４８】
　また、紙幣制御部２０２における通常モードと累積モードとの切り替えについて、前述
の硬貨制御部１０２における通常モードと累積モードとの切り替えに追従するようになっ
ていてもよい。
【０１４９】
《登録装置３００》
　次に、本実施の形態の登録装置３００の構成について説明する。登録装置３００の代表
的な例はＰＯＳレジスタやテラーズマシンである。この登録装置３００では、商品の購入
情報を登録したり、売上金額の算出、顧客から受け取った受取金額の算出及び釣銭金額の
算出を行ったり、硬貨処理装置１００や紙幣処理装置２００に対して指令を入力して、釣
銭の支払いを行わせたりするようになっている。なお、登録装置３００は、硬貨処理装置
１００や紙幣処理装置２００に対して指令を入力して、硬貨や紙幣の精査処理、回収処理
等を行わせるようになっていてもよい。
【０１５０】
　図４に示すように、登録装置３００の登録制御部３０２は、硬貨処理装置１００の上位
制御部１０１に通信接続されるとともに、サーバ４００にも通信接続されている。そして
、この登録制御部３０２は、硬貨処理装置１００の上位制御部１０１を介して硬貨制御部
１０２及び紙幣制御部２０２に指令を送り、この結果、硬貨処理装置１００に対して硬貨
の入金処理、出金処理、精査処理、回収処理等を行わせ、紙幣処理装置２００に対して紙
幣の入金処理、出金処理、精査処理、回収処理等を行わせるようになっている。また、登
録制御部３０２は、硬貨制御部１０２及び紙幣制御部２０２から、上位制御部１０１を介
して、硬貨制御部１０２及び紙幣制御部２０２における硬貨及び紙幣の処理状況や在高に
係る情報を受け取るようになっている。
【０１５１】
　図１に示すように、登録装置３００は、レジ係等の操作者が操作することのできる登録
操作部３５２と、商品の取引状況、硬貨処理装置１００における硬貨の処理状況、紙幣処
理装置２００における紙幣の処理状況、硬貨処理装置１００の内部に収納された硬貨の在
高、紙幣処理装置２００の内部に収納された紙幣の在高等を表示する登録表示部３５１と
、を備えている。そして、操作者は、登録操作部３５２を介して登録制御部３０２（図５
参照）に対して様々な指令を与えることができるようになっている。ちなみに、本実施の
形態では登録表示部３５１は単に情報を表示するものとして説明するが、これに限られる
ことはなく、登録表示部３５１はタッチパネル等からなり、登録操作部３５２としての機
能を果たしてもよい。
【０１５２】
　なお、登録装置３００は、クレジットカード等の各種カードを読み取るカードリーダ３
６０と、プリンタ等からなる印刷部３７０も有している。なお、登録表示部３５１で表示
されるあらゆる情報や登録記憶部３０５で記憶されているあらゆる情報は、当該印刷部３
７０で印字することができるようになっている。なお、カードリーダ３６０では、ＩＣカ
ード、タグ、携帯電話等の媒体に記録され情報を読み取ることができてもよい。
【０１５３】
　図４に示すように、登録装置３００の登録制御部３０２には、客側表示部３５６、カー
ドリーダ３６０、プリンタ等からなる印刷部３７０、登録表示部３５１、登録操作部３５
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２、登録記憶部３０５、インターフェース３３２等がそれぞれ接続されている。そして、
登録制御部３０２は、客側表示部３５６、カードリーダ３６０、印刷部３７０、登録表示
部３５１、登録操作部３５２、登録記憶部３０５、インターフェース３３２等と信号の送
受信を行い、これらを制御するように構成されている。
【０１５４】
　ところで、本実施の形態の貨幣処理装置は音声認識部３０を有していてよい。このよう
な場合には、例えばレジ係等の操作者が口頭で発した預かり金額に関する情報（「○○円
、お預かりします。」）が音声認識部３０で認識され、その認識結果と、画像データに基
づいて算出された硬貨の合計金額及び／又は紙幣の合計金額等に基づいて算出された預か
り金額の合計金額とが合致しているかが照合されてもよい。また、音声認識部３０で認識
された預かり金額に関する情報が、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額及び
／又は紙幣の合計金額等に基づいて算出された預かり金額の合計金額と合致していない場
合には、登録装置３００の登録表示部３５１、客側表示部３５６等の報知部でその旨が報
知されてもよい。
【０１５５】
　なお、上位記憶部１５５、硬貨記憶部１０５、紙幣記憶部２０５、登録記憶部３０５及
びサーバ記憶部４０５の他にも、外部装置に外部記憶部（図示せず）が設けられていても
よい。また、上位制御部１０１、硬貨制御部１０２、紙幣制御部２０２及び登録制御部３
０２の他にも、外部装置に外部制御部（図示せず）が設けられていてもよい。また、操作
表示部１５２、ボタン式操作部１５３及び登録操作部３５２の他にも、外部装置に外部操
作部（図示せず）が設けられていてもよい。また、操作表示部１５２、登録表示部３５１
及び客側表示部３５６の他にも、外部装置に外部表示部（図示せず）が設けられていても
よい。
【０１５６】
　ちなみに、本実施の形態では、上位記憶部１５５、硬貨記憶部１０５、紙幣記憶部２０
５、登録記憶部３０５、サーバ記憶部４０５及び外部記憶部のいずれか一つで果たされる
機能は、上位記憶部１５５、硬貨記憶部１０５、紙幣記憶部２０５、登録記憶部３０５、
サーバ記憶部４０５及び外部記憶部の別の一つで果たされてもよい。また、上位制御部１
０１、硬貨制御部１０２、紙幣制御部２０２、登録制御部３０２及び外部制御部のいずれ
か一つで果たされる機能は、上位制御部１０１、硬貨制御部１０２、紙幣制御部２０２、
登録制御部３０２及び外部制御部の別の一つで果たされてもよい。また、操作表示部１５
２、ボタン式操作部１５３、登録操作部３５２及び外部操作部のいずれか一つで果たされ
る機能は、操作表示部１５２、ボタン式操作部１５３、登録操作部３５２及び外部操作部
の別の一つで果たされてもよい。また、操作表示部１５２、登録表示部３５１、客側表示
部３５６及び外部表示部のいずれか一つで果たされる機能は、操作表示部１５２、登録表
示部３５１、客側表示部３５６及び外部表示部の別の一つで果たされてもよい。
【０１５７】
　以下では、上位記憶部１５５、硬貨記憶部１０５、紙幣記憶部２０５、登録記憶部３０
５、サーバ記憶部４０５及び外部記憶部のいずれか一つ以上を示す用語として「記憶部５
０５」を用いる。また、上位制御部１０１、硬貨制御部１０２、紙幣制御部２０２、登録
制御部３０２及び外部制御部のいずれか一つ以上を示す用語として「制御部５０２」を用
いる。また、操作表示部１５２、ボタン式操作部１５３、登録操作部３５２及び外部操作
部のいずれか一つ以上を示す用語として「操作部５５２」を用いる。また、操作表示部１
５２、登録表示部３５１、客側表示部３５６及び外部表示部のいずれか一つ以上を示す用
語として「表示部５５１」を用いる。
【０１５８】
《方法（作用）》
　次に、本実施の形態の貨幣処理システムを用いた貨幣処理方法について説明する。以下
では、一例として、硬貨に関しては、区分け部１５を有する吟味台１４ａに載置された硬
貨の画像データに基づいてその合計金額を算出し、紙幣に関しては、紙幣識別部２５０に
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よって識別計数された結果に基づいてその合計金額を算出する態様を用いて説明する。し
かしながら、これに限られることはなく、例えば、紙幣に関しても、所定の場所に載置さ
れた紙幣の画像データに基づいてその合計金額を算出するようにしてもよいし、硬貨に関
して硬貨識別部１５０によって識別計数された結果に基づいてその合計金額を算出すると
ともに紙幣に関して所定の場所に載置された紙幣の画像データに基づいてその合計金額を
算出するようにしてもよい。
【０１５９】
　まず、商品に印刷されたり貼り付けられたりしているバーコード情報等が登録操作部３
５２に含まれるバーコードリーダ（読取部）で読み取られて、商品の登録が行われる（図
１５（ａ）参照）。その結果、顧客が購入した商品の売上金額が算出されて（図１５（ａ
）では「商品額入力」として示されている。）、例えば小計ボタンが押下されて最終的な
売上金額が確定される（図１５（ａ）参照：図１５（ａ）では「小計押下」として示され
ている。）。なお、図１５（ａ）－図１５（ｄ）において、矢印の終端は、操作者が行っ
た操作に対して、対応する処理を行う部材や対応する処理が行われる部材を示している。
【０１６０】
　次に、顧客が売上金額に対応した貨幣を支払う。
【０１６１】
　この際、硬貨は顧客又はレジ係等の操作者によって吟味台１４ａ上に載置される（図１
５（ａ）参照）。このように硬貨が吟味台１４ａ上に載置されると、操作者や顧客等が硬
貨を吟味台１４ａに沿ってならすことで、区分け部１５の区画内に硬貨が１枚だけ載置さ
れ、各硬貨が分離されることになる。このように吟味台１４ａ上に載置された硬貨の画像
データが撮像部５０によってリアルタイムで取得される（図１５（ｂ）参照）。そして、
制御部５０２は、当該画像データに基づいて、画像データ内の硬貨の金種をリアルタイム
で判別し、判別結果に基づく情報を登録装置３００の登録表示部３５１及び客側表示部３
５６にリアルタイムで出力する。この判別結果に基づく情報には、例えば、画像データ、
当該画像データに映っている硬貨の金種、画像データに映っている硬貨の合計金額、画像
データに映っている硬貨の金種別枚数、画像データに映っている硬貨の合計金額と紙幣の
合計金額とを合算した預かり金額、釣銭金額又は不足金額等が含まれている。なお、紙幣
の合計金額及び預かり金額は、紙幣識別部２５０による識別結果が算出された時点で表示
されるようにしてもよい。
【０１６２】
　他方、顧客から差し出された紙幣は、レジ係等の操作者によって紙幣処理装置２００の
紙幣受入部２１０に投入され、その後、紙幣筐体２０３内に繰り出される。そして、この
ように紙幣筐体２０３内に紙幣が繰り出されると、紙幣搬送部２２０によって当該紙幣は
搬送されつつ紙幣識別部２５０によってその金種が識別されて、顧客から差し出された紙
幣の合計金額が算出される（図１５（ｂ）参照）。なお、紙幣搬送部２２０によって搬送
された紙幣はリジェクト紙幣でない限り紙幣収納部２６０まで搬送されて、当該紙幣収納
部２６０内に収納されることとなる。
【０１６３】
　預かり金額に問題がないようであれば、操作者が操作部５５２から取引を確定する旨の
入力を行う（図１５（ｃ）参照：図１５（ｃ）では「現計押下」として示されている。）
。この際、操作者が登録操作部３５２から取引を確定する旨の入力を行ってもよいが、客
側表示部３５６がタッチパネル等からなっている場合には、顧客が当該客側表示部３５６
の確認ボタンを押下することで取引を確定する旨の入力を行ってもよい。
【０１６４】
　このように取引を確定する旨の入力が行われると、顧客からの預かり金額の合計金額が
確定する。この結果、必要な場合には、硬貨処理装置１００及び／又は紙幣処理装置２０
０から釣銭が出金される。このように釣銭が出金される場合には、レジ係等の操作者が当
該釣銭を硬貨処理装置１００及び／又は紙幣処理装置２００から抜き取り（図１５（ｃ）
参照）、顧客に手渡すことで取引が終了する。
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【０１６５】
　その後で、吟味台１４ａ上の硬貨が硬貨処理装置１００の硬貨受入部１１０に投入され
（図１５（ｄ）参照）、その後、硬貨筐体１０３内に繰り出される。そして、このように
硬貨筐体１０３内に硬貨が繰り出されると、入金硬貨搬送部１２０によって当該硬貨は搬
送されつつ硬貨識別部１５０によってその金種が識別されて、その合計金額が算出される
。なお、入金硬貨搬送部１２０によって搬送された硬貨はリジェクト硬貨でない限り硬貨
収納部１６０まで搬送されて、当該硬貨収納部１６０内に収納されることとなる。
【０１６６】
　吟味台１４ａ上の硬貨を硬貨受入部１１０に投入する際には、シュート２０がある場合
には、シュート２０に沿って硬貨を流せばよいし、第一部材１１に対して開閉可能な第二
部材１２が設けられている場合には、手動又は自動で第二部材１２を第一部材１１に対し
て開状態としてやればよい。その他の変形例については、「構成」で述べたとおりである
ので、ここでは省略する。
【０１６７】
　そして、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と、
硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致する場合には、
そのまま、当該取引に関する処理は終了される。
【０１６８】
　他方、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と、硬
貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない場合には、
制御部５０２がその旨を出力するようにしてもよい。このように出力された情報に基づい
て、登録表示部３５１、客側表示部３５６等を含む報知部で、撮像部５０で取得された画
像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づ
いて算出された合計金額とが合致しないことが報知されてもよい。また、硬貨識別部１５
０による識別結果に基づいて算出された合計金額が正しく硬貨識別部１５０による識別結
果に基づいて算出された合計金額が誤っていたものとして、逆に、硬貨識別部１５０によ
る識別結果に基づいて算出された合計金額が正しく硬貨識別部１５０による識別結果に基
づいて算出された合計金額が誤っていたものとして、判断されて処理されてもよい。この
場合には、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額及び
硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額と、どちらを「正」とし
て処理したかが記憶部５０５に記憶されてもよい。
【０１６９】
　また、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と、硬
貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額とが合致しない場合には、
記憶部５０５に記憶された当該取引の画像データを読み出し、当該画像データを登録表示
部３５１に表示させてもよい。また、硬貨処理装置１００で受け入れられた硬貨の全てを
硬貨払出部１９０から返却するようにしてもよい。これらの場合には、撮像部５０で取得
された画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額若しくは硬貨識別部１５０による
識別結果に基づいて算出された合計金額のいずれかが修正されるか、又は、当該取引が強
制的に終了されることで、当該取引に関する処理は終了される。
【０１７０】
　重複する記載となるため省略したが、前記では述べていない内容であっても「構成」で
述べた内容を「方法」に適宜採用することができる点には留意が必要である。
【０１７１】
　ここで、図１５（ａ）－図１５（ｄ）の各工程に対応する表示画面の例を図１６に示す
（但し、金額情報は、図１７（ａ）に示した値とする。）。本例では、硬貨の画像データ
が撮像部５０によって取得される前の時点（図１５（ａ）参照）においては、硬貨処理装
置１００内に収容されている貨幣の量（機内在高）の大まかな状況が金種別に示されてい
る（図１６（ａ）の表示状態）。
【０１７２】
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　そして、硬貨の画像データが撮像部５０によって取得されると（図１５（ｂ）参照）、
画像データ内の硬貨の金種がリアルタイムで判別され、画像データ内の硬貨の合計金額が
「カルトン計数」という欄に表示される（図１６（ｂ）の表示状態）。本例では、画像デ
ータ内の硬貨は、１００円硬貨が３枚、１０円硬貨が２枚、１円硬貨が１枚、である（図
１６（ｄ）の表示状態参照）。
【０１７３】
　預かり金額に問題がないようであれば、操作者が例えば操作部５５２から売上金額を入
力すると共に、取引を確定する旨の入力を行う（図１５（ｃ）参照）。本例の売上金額は
、２７１円である。これらのデータに基づいて、硬貨制御部１０２は、画像データ内の硬
貨の合計金額（３２１円）と売上金額（２７１円）とから釣銭金額（５０円）を算出し、
表示部に表示させ（図１６（ｃ）の表示状態参照）、出金させる。
【０１７４】
　顧客との精算処理は、以上の工程で一応完了しているが、画像データにおいて生じ得る
エラー（例えば貨幣が重なり合っていたり、貨幣の変色の程度が大きかったり、外光の影
響が大きかったりした場合等に生じ得る画像判別上のエラー）を直ちに捕捉するべく、画
像データが撮像部５０によって取得された硬貨が硬貨識別部１５０によって直ちに識別さ
れることが好ましい。本例では、この投入作業を促すような画面が表示される（図１６（
ｄ）の表示状態）。
【０１７５】
　その後、吟味台１４ａ上の硬貨が硬貨処理装置１００の硬貨受入部１１０に投入される
と（図１５（ｄ）参照）、硬貨筐体１０３内に繰り出され、入金硬貨搬送部１２０によっ
て当該硬貨は搬送されつつ硬貨識別部１５０によってその金種が識別されて、その合計金
額が算出される。そして、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算出された硬貨
の合計金額と、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された合計金額と、を比
較して（「突合」という）、両者が合致すれば、当該取引に関する処理は終了される。そ
して、再び、硬貨処理装置１００内に収容されている貨幣の量の大まかな状況が金種別に
示される（図１６（ｅ）の表示状態）。
【０１７６】
　次に、図１７を用いて、硬貨の計数例及び突合例について説明する。ここでは、１取引
毎に硬貨が硬貨処理装置に投入されて、突合処理が行われるものとする。
【０１７７】
　図１７（ａ）は、１取引分を突合し、ＯＫであった場合を示す図表である。本例では、
画像データ内の硬貨は、５００円硬貨が１枚、１００円硬貨が２枚、５０円硬貨が１枚、
１０円硬貨が３枚、であって（図１７（ａ）参照）、そのような画像判別結果が得られた
後、当該データは例えば硬貨記憶部１０５等に記憶された。一方、硬貨識別部１５０によ
っても、同様の識別結果が得られた。そして、それらの突合の際の照合結果が一致するこ
とにより、取引に関する処理は終了され、各データはリセットされた（待機状態）。
【０１７８】
　図１７（ｂ）は、１取引分を突合し、ＮＧ（不足）となり、追加投入でＯＫになった場
合を示す図表である。本例では、画像データ内の硬貨は、１００円硬貨が３枚、１０円硬
貨が４枚、５円硬貨が１枚、１円硬貨が３枚、であって（図１７（ｂ）参照）、そのよう
な画像判別結果が得られた後、当該データは例えば硬貨記憶部１０５等に記憶された。一
方、硬貨識別部１５０によって、１００円硬貨が２枚、１０円硬貨が４枚、５円硬貨が１
枚、１円硬貨が３枚、という識別結果が得られた。すなわち、それらの突合の際の照合結
果は不一致であった。このため、それらの差分である「１００円硬貨が１枚不足」という
情報が警告表示された。その後、硬貨処理装置１００の周囲を探したら１００円硬貨が１
枚出てきたため、それを硬貨受入部１１０に追加投入することで差分が無くなり、警告状
態が解消され、各データはリセットされた（待機状態）。
【０１７９】
　図１７（ｃ）は、１取引分を突合し、ＮＧ（過剰）となり、出金処理でＯＫになった場
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合を示す図表である。本例では、画像データ内の硬貨は、５００円硬貨が１枚、１００円
硬貨が２枚、５０円硬貨が１枚、１０円硬貨が５枚、１円硬貨が７枚、であって（図１７
（ｃ）参照）、そのような画像判別結果が得られた後、当該データは例えば硬貨記憶部１
０５等に記憶された。一方、硬貨識別部１５０によって、５００円硬貨が１枚、１００円
硬貨が２枚、５０円硬貨が１枚、１０円硬貨が６枚、１円硬貨が７枚、という識別結果が
得られた。すなわち、それらの突合の際の照合結果は不一致であった。このため、それら
の差分である「１０円硬貨が１枚過剰」という情報が警告表示された。その後、１０円硬
貨を１枚追加出金して顧客に返すことで、警告状態が解消され、各データはリセットされ
た（待機状態）。尚、硬貨識別部１５０による識別結果が過剰となる原因としては、吟味
台に載置された硬貨の一部（ここでは、１０円硬貨１枚）が他の硬貨と重なって隠れてい
たことが推定される。
【０１８０】
　図１７（ｄ）は、１取引分を突合し、ＮＧ（過剰）となり、クリア処理を行った場合を
示す図表である。本例では、画像データ内の硬貨は、５００円硬貨が１枚、１００円硬貨
が２枚、５０円硬貨が１枚、１０円硬貨が５枚、１円硬貨が７枚、であって（図１７（ｄ
）参照）、そのような画像判別結果が得られた後、当該データは例えば硬貨記憶部１０５
等に記憶された。一方、硬貨識別部１５０によって、５００円硬貨が１枚、１００円硬貨
が２枚、５０円硬貨が１枚、１０円硬貨が６枚、１円硬貨が７枚、という識別結果が得ら
れた。すなわち、それらの突合の際の照合結果は不一致であった。このため、それらの差
分である「１０円硬貨が１枚過剰」という情報が警告表示された。その後、１０円硬貨を
１枚追加出金して顧客に返そうとしたが、すでに顧客が退店してしまっていて不可能であ
った。そこで、やむを得ず、強制的に警告状態を解消するクリア処理を行った（過剰の１
０円硬貨は硬貨処理装置内に収納されたり、出金された後に例えばドロア等に収容される
）。
【０１８１】
　ここで、クリア処理に関する情報は、例えば、対応する取引情報に紐付けされて記憶さ
れ得る。この場合、例えばその後に顧客から申告（クレーム）があった際に、返金するこ
とができる。また、クリア処理に関する情報は、操作者（例えばレジ担当者）が交代する
時や、締めの処理を行う時などに、再度確認されることが好ましい。
【０１８２】
　また、クリア処理の回数や、クリア処理に伴う各金額の情報が、硬貨処理装置１００毎
に、操作者（例えばレジ担当者）毎に、及び／または、所定の期間（例えば１時間）毎に
把握されて、精算処理の状況の分析に活用されることが好ましい。また、同一の操作者の
クリア処理の回数が上限値を超えた場合には、管理者による確認作業が行われるまで硬貨
処理装置１００を停止させてもよい。
【０１８３】
　次に、図１８は、累積モードが採用された場合の、図１６に対応する図である。本例で
も、硬貨の画像データが撮像部５０によって取得される前の時点（図１５（ａ）参照）に
おいては、硬貨処理装置１００内に収容されている貨幣の量（機内在高）の大まかな状況
が金種別に示されている（図１８（ａ）の表示状態）。
【０１８４】
　そして、操作者が例えば操作部５５２から売上金額（例えば、４６０円）を入力した後
に硬貨の画像データが撮像部５０によって取得されると（図１５（ｂ）参照）、画像デー
タ内の硬貨の金種がリアルタイムで判別され、画像データ内の硬貨の合計金額が「カルト
ン計数」という欄に表示される（図１８（ｂ）の表示状態）。本例では、画像データ内の
硬貨は、５００円硬貨が１枚、５０円硬貨が１枚、１０円硬貨が１枚、である（図１８（
ｄ）の表示状態参照）。
【０１８５】
　預かり金額に問題がないようであれば、取引を確定する旨の入力を行う（図１５（ｃ）
参照）。本例の売上金額は、４６０円である。これらのデータに基づいて、硬貨制御部１



(33) JP 2016-212756 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

０２は、画像データ内の硬貨の合計金額（５６０円）と売上金額（４６０円）とから釣銭
金額（１００円）を算出し、表示部に表示させ（図１８（ｃ）の表示状態参照）、出金さ
せる。
【０１８６】
　顧客との精算処理は、以上の工程で一応完了しているが、画像データにおいて生じ得る
エラー（例えば貨幣が重なり合っていたり、貨幣の変色の程度が大きかったり、外光の影
響が大きかったりした場合等に生じ得る画像判別上のエラー）を直ちに捕捉するべく、画
像データが撮像部５０によって取得された硬貨が硬貨識別部１５０によって直ちに識別さ
れることが好ましい。本例では、この投入作業を促すような画面が表示される（図１８（
ｄ）の表示状態）。
【０１８７】
　しかしながら、ここで、吟味台１４ａ上の硬貨が硬貨処理装置１００の硬貨受入部１１
０に投入されることなく（例えば操作者によって別の場所に一時退避される）、これに先
んじて、次の取引の硬貨の画像データが取得されることで、通常モードが累積モードに自
動的に切り替わったとする。
【０１８８】
　そして、操作者が例えば操作部５５２から売上金額（例えば１６５円）を入力した後に
当該次の取引の硬貨の画像データが撮像部５０によって取得されると、画像データ内の硬
貨の金種がリアルタイムで判別され、画像データ内の硬貨の合計金額が「カルトン計数」
という欄に表示される（図１８（ｅ）の表示状態）。本例では、画像データ内の硬貨は、
１００円硬貨が２枚、１０円硬貨が１枚、５円硬貨が１枚、である（図１８（ｇ）の表示
状態参照）。
【０１８９】
　当該取引についての預かり金額に問題がないようであれば、取引を確定する旨の入力を
行う。本例の当該取引の売上金額は、１６５円である。これらのデータに基づいて、硬貨
制御部１０２は、画像データ内の硬貨の合計金額（２１５円）と売上金額（１６５円）と
から釣銭金額（５０円）を算出し、表示部に表示させ（図１８（ｆ）の表示状態参照）、
出金させる。尚、図１８（ｆ）の例では、累積モード作動中である（即ち、突合されてい
ないデータが記憶されている）ことを示す表示の一例として、「！未突合データあり」と
いうメッセージも表示されている。
【０１９０】
　当該取引についての顧客との精算処理は、以上の工程で一応完了しているが、画像デー
タにおいて生じ得るエラー（例えば貨幣が重なり合っていたり、貨幣の変色の程度が大き
かったり、外光の影響が大きかったりした場合等に生じ得る画像判別上のエラー）を直ち
に捕捉するべく、画像データが撮像部５０によって取得された硬貨が硬貨識別部１５０に
よって直ちに識別されることが好ましい。本例では、この投入作業を促すような画面が表
示される。ここで、最初の取引の硬貨についても硬貨識別部１５０による識別結果に基づ
く確認作業が行われていないため、２回分の取引の硬貨の一括した投入作業を促すような
画面が表示される（図１８（ｇ）の表示状態）。
【０１９１】
　その後、一時退避されていた最初の取引の硬貨と吟味台１４ａ上の硬貨とが硬貨処理装
置１００の硬貨受入部１１０に投入され、硬貨筐体１０３内に繰り出され、入金硬貨搬送
部１２０によって当該硬貨は搬送されつつ硬貨識別部１５０によってその金種が識別され
て、その合計金額が一括に算出される。一方、撮像部５０で取得された画像データに基づ
いて算出された硬貨の合計金額についても、硬貨制御部１０２において、２取引分が合算
される。そして、硬貨制御部１０２は、撮像部５０で取得された画像データに基づいて算
出された硬貨の合計金額の合算額と硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて一括に算
出された金額とを比較して（「突合」という）、両者が合致すれば、当該取引に関する処
理は終了される。そして、再び、硬貨処理装置１００内に収容されている貨幣の量の大ま
かな状況が金種別に示される（図１８（ｈ）の表示状態）。
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【０１９２】
　次に、図１９は、累積モードが採用された場合の処理フローの一例を示すフロー図であ
る。
【０１９３】
　図１９の例では、最初の工程として、操作者による売上情報の入力がなされる（ＳＴＥ
Ｐ０１）。具体的には、操作者によって売上金額等が入力される。
【０１９４】
　当該入力工程が実施されたことをトリガとして（ＳＴＥＰ０１における「Ｙｅｓ］）、
例えば吟味台１４ａ上に載置された硬貨について撮像部５０によって画像データが取得さ
れ、画像判別処理を経て合計金額が算出される（ＳＴＥＰ０２）。
【０１９５】
　そして、この時点で既に未突合データがあるか否かが判別される（ＳＴＥＰ０３）。未
突合データがあれば（ＳＴＥＰ０３における「Ｙｅｓ」）、今回の取引の硬貨の合計金額
が保存（記憶）されることに加えて、それまでの取引の硬貨の合計金額と今回の取引の硬
貨の合計金額との合算額が算出される（ＳＴＥＰ０４）。未突合データが無ければ（ＳＴ
ＥＰ０３における「Ｎｏ」）、今回の取引の合計金額だけが保存（記憶）される（ＳＴＥ
Ｐ０５）。
【０１９６】
　図１９の例では、紙幣については、撮像部５０を用いることなく、紙幣識別部２５０に
よる識別結果を用いて計数がなされるものとする（ＳＴＥＰ０６）。
【０１９７】
　そして、今回の硬貨の合計金額と紙幣の合計金額とが合算され、更に売上金額との差分
が釣銭金額として算出される（ＳＴＥＰ０７）。
【０１９８】
　釣銭があれば（ＳＴＥＰ０８における「Ｙｅｓ」）、釣銭が払い出される（ＳＴＥＰ０
９）。
【０１９９】
　そして、その後、硬貨識別部１５０による硬貨の識別工程を実施するか、あるいは、更
に次の取引の精算を累積的に実施するかが、操作者によって決定されるか、あるいは、適
宜の条件判定によって決定される。
【０２００】
　更に次の取引の精算を累積的に実施する場合、硬貨受入部１１０への硬貨の投入は未だ
なされずに（ＳＴＥＰ１０における「Ｎｏ」）、当該フローの最初に戻る（ＳＴＥＰ１７
）。
【０２０１】
　硬貨識別部１５０による硬貨の識別工程を実施する場合、硬貨受入部１１０への硬貨の
一括投入がなされ（ＳＴＥＰ１０における「Ｙｅｓ」）、硬貨識別部１５０による硬貨の
識別結果に基づいて累積分の硬貨の合計金額が一括に算出される（ＳＴＥＰ１１）。
【０２０２】
　そして、画像データに基づくそれまでの硬貨の合算額と、硬貨識別部１５０による識別
結果に基づく累積分の硬貨の合計金額と、が突合される（ＳＴＥＰ１２）。
【０２０３】
　突合の結果が一致すれば（ＳＴＥＰ１３の「Ｙｅｓ」）、確認作業が終了するため、画
像データに基づくデータ（画像データに基づく合計金額に関するデータ）がクリアされ（
ＳＴＥＰ１６）、当該フローの最初に戻る（ＳＴＥＰ１７）。
【０２０４】
　突合の結果が不一致であれば（ＳＴＥＰ１３の「Ｎｏ」）、警告報知がなされ（ＳＴＥ
Ｐ１４）、適宜の修正処理ないしクリア処理が実行されてから（ＳＴＥＰ１５における「
Ｙｅｓ」）、画像データに基づくデータ（画像データに基づく合計金額に関するデータ）
がクリアされ（ＳＴＥＰ１６）、当該フローの最初に戻る（ＳＴＥＰ１７）。
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【０２０５】
　以上のような図１９に示すフローによれば、画像データに基づいて硬貨の合計金額を算
出した後、引き続いて、画像データに基づいて次以降の取引の硬貨の合計金額をぞれぞれ
算出して合算することが可能であり、一方、識別部による識別結果に基づいて累積分の硬
貨の合計金額を一括に算出することが可能であり、両者を纏めて突合することができる。
すなわち、画像データに基づく硬貨の合計金額について識別部による識別結果を利用して
確認する作業を、硬貨の合計金額の算出の度に行うのではなく、それらを累積的に合算し
た状態で行うことができる。これにより、取引における硬貨数が多い場合や待ち顧客が多
い場合等のように、識別部による識別結果に基づく硬貨の確認作業を後回しにしたい場合
において、当該確認作業を所望の通りに後回しにすることができる。
【０２０６】
　次に、図２０（ａ）－図２０（ｂ）は、累積モードが採用された場合の、硬貨の計数例
を示す表である。
【０２０７】
　図２０（ａ）は、２取引分を纏めて突合し、ＯＫであった場合を示す図表である。本例
では、最初の取引（取引５）の画像データ内の硬貨は、５００円硬貨が１枚、１００円硬
貨が３枚、１０円硬貨が４枚、１円硬貨が２枚、であって（図２０（ａ）参照）、そのよ
うな画像判別結果が得られた後、当該データは例えば硬貨記憶部１０５等に記憶された。
続いて、２回目の取引（取引６）の画像データ内の硬貨は、１００円硬貨が２枚、５０円
硬貨が１枚、１０円硬貨が３枚、５円硬貨が１枚、１円硬貨が１枚、であって（図２０（
ａ）参照）、そのような画像判別結果が得られた後、当該データは例えば硬貨記憶部１０
５等に記憶された各データに加算され、５００円硬貨が１枚、１００円硬貨が５枚、５０
円硬貨が１枚、１０円硬貨が７枚、５円硬貨が１枚、１円硬貨が３枚、となった。一方、
硬貨識別部１５０によって、２回分の取引の硬貨が一括に識別された。そして、それらの
突合の際の照合結果が一致することにより、取引に関する処理は終了され、各データはリ
セットされた（待機状態）。
【０２０８】
　図２０（ｂ）は、２取引分を纏めて突合し、ＮＧ（不足）となり、クリア処理を行った
場合を示す図表である。本例でも、最初の取引（取引７）の画像データ内の硬貨は、５０
０円硬貨が１枚、１００円硬貨が３枚、１０円硬貨が４枚、１円硬貨が２枚、であって（
図２０（ｂ）参照）、そのような画像判別結果が得られた後、当該データは例えば硬貨記
憶部１０５等に記憶された。続いて、２回目の取引（取引８）の画像データ内の硬貨は、
１００円硬貨が２枚、５０円硬貨が１枚、１０円硬貨が３枚、５円硬貨が１枚、１円硬貨
が１枚、であって（図２０（ｂ）参照）、そのような画像判別結果が得られた後、当該デ
ータは例えば硬貨記憶部１０５等に記憶された各データに加算され、５００円硬貨が１枚
、１００円硬貨が５枚、５０円硬貨が１枚、１０円硬貨が７枚、５円硬貨が１枚、１円硬
貨が３枚、となった。一方、硬貨識別部１５０によって、２回分の取引の硬貨が一括に識
別されたが、５００円硬貨が１枚、１００円硬貨が３枚、５０円硬貨が１枚、１０円硬貨
が７枚、５円硬貨が１枚、１円硬貨が３枚、という識別結果が得られた。すなわち、それ
らの突合の際の照合結果は不一致であった。このため、それらの差分である「１００円硬
貨が２枚不足」という情報が警告表示された。そこで、周囲を探したが見つけることがで
きなかった為、やむを得ず、強制的に警告状態を解消するクリア処理を行った。
【０２０９】
　図２０（ｂ）に示す場合でも、図１７に示す場合と同様、クリア処理に関する情報は、
例えば、対応する取引情報に紐付けされて記憶され得る。この場合、例えばその後に顧客
から申出があった際に、徴収することができる。また、クリア処理に関する情報は、操作
者（例えばレジ担当者）が交代する時や、締めの処理を行う時などに、再度確認されるこ
とが好ましい。また、クリア処理の回数や、クリア処理に伴う各金額の情報が、硬貨処理
装置１００毎に、操作者（例えばレジ担当者）毎に、及び／または、所定の期間（例えば
１時間）毎に把握されて、精算処理の状況の分析に活用されることが好ましい。また、同
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一の操作者のクリア処理の回数が上限値を超えた場合には、管理者による確認作業が行わ
れるまで硬貨処理装置１００を停止させてもよい。
【０２１０】
《効果》
　次に、前述した構成からなる本実施の形態によって達成される効果であって、まだ述べ
ていない効果又はとりわけ重要な効果について説明する。
【０２１１】
　本実施の形態では、所定の場所に載置された貨幣に関して、撮像部５０で取得された画
像データに基づいて、預かり金額の合計金額を算出し、入力された売上金額と算出した預
かり金額の合計金額とから釣銭金額を算出する。この点、撮像部５０で取得された画像デ
ータに基づいて貨幣（つまり硬貨、紙幣又は硬貨及び紙幣の両方）の合計金額を算出する
場合には、即座にその合計金額を算出することができるので、硬貨識別部１５０又は紙幣
識別部２５０によって合計金額を算出する場合と比較して、格段に早く、その合計金額を
算出することができる。また、画像データに基づいて貨幣の合計金額を算出することから
、特許文献１で出金優先処理を選択した場合のようにレジ係等の操作者による数え間違い
や不正が発生することもない。したがって、本実施の形態によれば、違算が発生したり不
正が発生したりする可能性を低く抑えつつ、顧客を待たせる時間を短くすることができる
。
【０２１２】
　ちなみに、硬貨に関しては支払う枚数が多い傾向にあり、また硬貨が入金時に硬貨受入
部１１０内で暴れてしまい取り込まれるまでに時間が掛かることがあるのに対して、紙幣
に関しては支払う枚数が少ない傾向にあり、また紙幣が入金時に紙幣受入部２１０内で暴
れてしまうことはないことから、画像データに基づいて硬貨の合計金額を算出する態様の
方が、画像データに基づいて紙幣の合計金額を算出する態様よりも有益である。但し、画
像データに基づいて紙幣の合計金額を算出しても当然よく、画像データに基づいて硬貨の
合計金額と紙幣の合計金額の両方を算出しても当然よい。
【０２１３】
　また、本実施の形態において、画像データに基づいて各貨幣の金種を判別する態様を採
用した場合には、所定の場所に載置された貨幣の各々に関する金種を判別することができ
るので、正確な合計金額を算出することができる。
【０２１４】
　また、前述した「所定の場所」として吟味台１４ａを採用した場合には、顧客に対して
貨幣を載置すべき場所を直感的に理解させることができる。このため、画像データに基づ
いて貨幣の合計金額を算出する際の効率を高めることができる。
【０２１５】
　また、表示部５５１によって撮像部５０で取得された画像データを表示する態様を採用
した場合には、映し出された画像データに基づいて、操作者や顧客に対して様々な情報を
提供することができる。一例として、表示部５５１が画像データに映し出された各貨幣に
対して判断された金種を表示してもよく、この場合には、画像データに映し出された各貨
幣の金種に対する判別が合っているか否かを操作者や顧客が一目で確認することができる
。また、別の例としては、表示部５５１が画像データに映し出された貨幣に対して判断さ
れた合計金額を表示してもよく、この場合には、画像データに映し出された貨幣に対して
判断された合計金額を操作者や顧客が一目で確認することができる。
【０２１６】
　なお、操作者が利用するための登録表示部３５１と顧客が利用するための客側表示部３
５６とが設けられている場合には、操作者だけでなく顧客にも画像データに基づく情報を
提供することができる。このため、例えば顧客も納得したうえで画像データに基づいて算
出された貨幣の合計金額を確定することができる。
【０２１７】
　貨幣の画像データに基づいて当該貨幣の金種をリアルタイムで判別し、判別結果に基づ
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く情報を表示部５５１にリアルタイムで出力する態様によれば、例えば、画像データに映
し出されている貨幣の金種をリアルタイムで把握することができ、画像データに基づいて
合計金額が確定される前にその状況を操作者や顧客が把握することができる。
【０２１８】
　また、貨幣の画像データに基づいて預かり金額の合計金額をリアルタイムで算出し、入
力された売上金額と算出した預かり金額の合計金額とから釣銭金額又は不足金額をリアル
タイムで算出する態様を採用した場合には、例えば、支払われた貨幣に基づいてリアルタ
イムに釣銭金額又は不足金額を表示部５５１で表示させることができる。仮に客側表示部
３５６で釣銭金額又は不足金額がリアルタイムで表示されている場合には、後いくら出せ
ば釣銭をまるめられるか（自身が受け取る釣銭の枚数を減らすことができるのか）、売上
金額以上を支払うには後いくら以上の貨幣を出せばよいのか等を顧客に直感的に把握させ
ることができる。また、このような態様によれば、自己が貨幣を支払い過ぎていることや
、誤った金種の貨幣を支払っていることを顧客に気づかせることもできる。
【０２１９】
　とりわけ、判別結果に基づく情報が画像データに映し出された各貨幣に対して判別され
た金種を含む場合には、画像データ中の各貨幣の金種に対する判別が合っているか否かを
リアルタイムで操作者や顧客が確認することができる。判別結果に基づく情報が画像デー
タに映し出された貨幣の合計金額を含む場合には、画像データ中の貨幣の合計金額をリア
ルタイムで操作者や顧客が確認することができる。ちなみに、判別された金種に関しては
、画像データ上の貨幣と重ね合わせて表示させてもよいし、画像データ上の貨幣に近接さ
せた位置に表示させてもよい（図９参照）。
【０２２０】
　また、判別結果に基づく情報が画像データを含む場合には、画像データを見ながら、画
像データ中の各貨幣の金種に対する判別が合っているか否かをリアルタイムで操作者や顧
客が確認したり、画像データ中の貨幣の合計金額をリアルタイムで操作者や顧客が確認し
たりすることができる。
【０２２１】
　また、硬貨に関して撮像部５０で取得された画像データに基づいて硬貨の合計金額を算
出する場合において、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて硬貨受入部１１０で受
け入れられた硬貨の合計金額を算出し、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額
と、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて算出された硬貨の合計金額とを比較する
態様を採用した場合には、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と硬貨識別部
１５０による識別結果に基づいて算出された硬貨の合計金額とを用いて二重に確認するこ
とができる。このため、より確実に、硬貨の違算の発生の可能性を低くすることができる
。また、紙幣に関して撮像部５０で取得された画像データに基づいて紙幣の合計金額を算
出する場合において、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて紙幣受入部２１０で受
け入れられた紙幣の合計金額を算出し、画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額
と、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された紙幣の合計金額とを比較する
態様を採用した場合には、画像データに基づいて算出された紙幣の合計金額と紙幣識別部
２５０による識別結果に基づいて算出された紙幣の合計金額とを用いて二重に確認するこ
とができる。このため、より確実に、紙幣の違算の発生の可能性を低くすることができる
。
【０２２２】
　画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と硬貨識別部１５０による識別結果に
基づいて算出された硬貨の合計金額とが合致しない場合や、画像データに基づいて算出さ
れた紙幣の合計金額と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された紙幣の合計
金額とが合致しない場合に、その旨を出力する態様を採用したときには、例えば、そのこ
とを、表示部５５１等の報知部でアラーム表示したり、音声で知らせたりすることができ
る。
【０２２３】
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　また、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と硬貨識別部１５０による識別
結果に基づいて算出された硬貨の合計金額とが合致しないことや、画像データに基づいて
算出された紙幣の合計金額と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された紙幣
の合計金額とが合致しないことの出力を受けて、合致していない旨のログを記憶部５０５
に残すこともできる。
【０２２４】
　また、画像データに基づいて算出された硬貨の合計金額と硬貨識別部１５０による識別
結果に基づいて算出された硬貨の合計金額とが合致しないことや、画像データに基づいて
算出された紙幣の合計金額と紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて算出された紙幣
の合計金額とが合致しないことの出力を受けて、硬貨処理装置１００又は紙幣処理装置２
００で受け入れられた硬貨又は紙幣の全てを硬貨払出部１９０又は紙幣払出部から返却し
たり、記憶部５０５に記憶されている当該取引に関する画像データを読み出して表示部５
５１に表示させたりする場合には、操作者によって、硬貨識別部１５０又は紙幣識別部２
５０による識別結果が正しかったのか、また、画像データに基づいて算出された算出結果
が正しかったのか等を確認させることができる。
【０２２５】
　また、画像データに基づいて異物を検出する場合には、異物によって画像データに基づ
いて貨幣の合計金額を算出することができなくなったり、当該異物が硬貨処理装置１００
内に投入されることを未然に防止したりすることができる。なお、画像データに基づいて
異物をリアルタイムで検出する場合には、状況の変化をリアルタイムで追従することがで
き、例えば異物が取り除かれた場合等には、そのことを即座に判断することができる。
【０２２６】
　また、画像データに基づいて異物を検出した場合に当該異物に関する情報を出力する態
様を採用したときには、異物が存在する場所、異物の大きさ、異物の種類等を、表示部５
５１等の報知部で表示させたり、音声で知らせたりすることができる。なお、吟味台１４
ａ等の載置部１０に予め番地が割り振られており、異物が存在する番地を登録表示部３５
１等で表示するようにしてもよい。一例としては、吟味台１４ａの幅方向にＡ、Ｂ、・・
・という番地が振られ、吟味台１４ａの奥行き方向に１、２、３、・・・という番地が振
られており、登録表示部３５１で「３Ｃに異物有り」というような表示がなされてもよい
。なおこの場合には、製造コストを抑える観点から、表示部５５１に画像データを表示さ
せないようにしてもよい。また、吟味台１４ａ等の載置部１０内にＬＥＤ等の発光部が複
数埋め込まれており、異物が存在する箇所の最も近い位置に位置する発光部が発光するよ
うにしてもよい。ところで、このような態様によれば、異物として判断された汚損硬貨や
変形してしまった硬貨、汚損紙幣等を認識することなく預かり金を確定してしまう事態が
発生することを防止できることから、顧客から預かった預かり金額をより正確に把握する
ことができる。
【０２２７】
　売上金額に基づいて余分な貨幣が載置されているか否かをリアルタイムで判断する態様
を採用した場合であって、当該余分な貨幣に関する情報が出力される場合には、例えば、
預かり金額を確定する前にそのことを顧客や操作者に知らせることができる。このため、
無駄な釣銭を支払う作業をなくすことができる。ちなみに、このような態様によれば、外
国人等の日本円に関する知識が乏しく、自己が支払っている貨幣の中に無駄があるのかな
いのかを把握していない顧客に対しても、余分な貨幣が支払われていることを操作者が容
易に説明することができるし、当該顧客も余分な貨幣が支払われていることを自ら判断す
ることができる。
【０２２８】
　本実施の形態の吟味台１４ａ等からなる載置部１０が区分け部１５を有する場合には、
載置部１０に載置される貨幣を互いに離間させた状態に区分けすることができるので、載
置部１０上で貨幣が重なり合った結果、当該貨幣の金種を判断できない事態が発生するこ
とを極力防止することができる。
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【０２２９】
　そして、区分け部１５が、載置部１０の載置面に沿って形成される多角形状又は円形状
の区画を画定する突出壁である場合には、より確実に貨幣を分離することができる。他方
、区分け部１５が、載置面に沿って形成される所定の区画の頂点に位置する複数の突起部
である場合には、より低い材料コストで区分け部１５を製造することができる。
【０２３０】
　また、区画の大きさは、取扱い対象とする硬貨のうち最大径の硬貨の直径よりも大きく
取扱い対象とする硬貨のうち最小径の硬貨の直径の２倍よりも小さい場合には、各区画の
中に２枚以上の硬貨が入ってしまうことを防止することができる。
【０２３１】
　また、区分け部１５の厚みが、取扱い対象とする硬貨のうち最も厚みの薄い硬貨の厚み
よりも薄くなっている場合には、各区画の中に２枚以上の硬貨が重なって配置されてしま
うことを防止することができる。
【０２３２】
　また、載置部１０が、区分け部１５を有する第一部材１１と、第一部材１１の下方に設
けられるとともに第一部材１１に対して開閉可能な第二部材１２と、を有する場合には、
第二部材１２を第一部材１１に対して開状態とすることで、載置部１０の載置面に載置さ
れた硬貨を下方に落下させることができる。したがって、例えば硬貨受入部１１０やシュ
ート２０が載置部１０の下方に位置している場合には、載置部１０に載置された硬貨をそ
のまま又はシュート２０を介して硬貨受入部１１０内に投入することができる。
【０２３３】
　また、第二部材１２が例えば網目構造となっており、ゴミ抜き穴１２ａが形成されてい
る場合には、載置部１０上の異物を除去することができ、異物が誤って硬貨受入部１１０
内に投入されることを防止することができる。なお、載置部１０が硬貨を載置するための
ものである場合には、ゴミ抜き穴１２ａの大きさを取扱い対象とする硬貨のうち最小径の
硬貨の直径よりも小さくすることで、第二部材１２から硬貨が誤って落下してしまうこと
を防止することができる。
【０２３４】
　また、第二部材１２の下方に、ゴミ収容部１３ａを有するとともに、当該第二部材１２
に対して取り外し自在又は開閉自在となった第三部材１３が設けられている態様を採用し
た場合には、ゴミ抜き穴１２ａを通過して落下したゴミ等の異物をゴミ収容部１３ａで収
容し、このようにして収容された異物を、第三部材１３を第二部材１２から取り外したり
、第三部材１３及び第二部材１２を第一部材１１から取り外した後で、第三部材１３を第
二部材１２に対して開状態としたりすることで適宜捨てることができる。
【０２３５】
　また、本実施の形態の硬貨制御部１０２は、通常モードと累積モードとが切替可能であ
り、累積モードが採用される場合には、画像データに基づいて預かり金額の硬貨の合計金
額を算出した後、引き続いて画像データに基づいて次以降の預かり金額の硬貨の合計金額
をぞれぞれ算出して合算する一方、硬貨識別部１５０による識別結果に基づいて累積分の
預かり金額の硬貨の合計金額を一括に算出し、両者を比較できるようになっている。
【０２３６】
　これにより、本実施の形態によれば、画像データに基づく預かり金額の硬貨の合計金額
について硬貨識別部１５０による識別結果を利用して確認する作業を、預かり金額の硬貨
の合計金額の算出の度に行うのではなく、それらを累積的に合算した状態で行うことがで
きる。これにより、硬貨の数が多い場合のように硬貨識別部１５０による識別結果に基づ
く預かり金額の硬貨の合計金額の算出に時間がかかると思われるような場合において、あ
るいは、待ち顧客が多くて精算処理を優先したい場合において、識別部による識別結果に
基づく預かり金額の硬貨の合計金額の算出を随意に後回しにできる。
【０２３７】
　また、本実施の形態の紙幣制御部２０２は、通常モードと累積モードとが切替可能であ
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り、累積モードが採用される場合には、画像データに基づいて預かり金額の紙幣の合計金
額を算出した後、引き続いて画像データに基づいて次以降の預かり金額の紙幣の合計金額
をぞれぞれ算出して合算する一方、紙幣識別部２５０による識別結果に基づいて累積分の
預かり金額の紙幣の合計金額を一括に算出し、両者を比較できるようになっている。
【０２３８】
　これにより、本実施の形態によれば、画像データに基づく預かり金額の紙幣の合計金額
について紙幣識別部２５０による識別結果を利用して確認する作業を、預かり金額の紙幣
の合計金額の算出の度に行うのではなく、それらを累積的に合算した状態で行うことがで
きる。これにより、紙幣の数が多い場合のように紙幣識別部２５０による識別結果に基づ
く預かり金額の紙幣の合計金額の算出に時間がかかると思われるような場合において、あ
るいは、待ち顧客が多くて精算処理を優先したい場合において、識別部による識別結果に
基づく預かり金額の紙幣の合計金額の算出を随意に後回しにできる。
【０２３９】
　また、本実施の形態では、通常モードと累積モードとが切替可能であるため、例えば、
紙幣数や硬貨数が特に多くなければ、通常モードが採用されて、預かり金額の合計金額に
１対１で対応する取引の度毎に、画像データに基づく預かり金額と識別部による識別結果
に基づく預かり金額の合計金額との比較がなされ、紙幣数や硬貨数が多ければ、累積モー
ドが採用されて、画像データに基づく預かり金額と識別部による識別結果に基づく預かり
金額の合計金額との比較が累積的に合算した状態でなされ得る。
【０２４０】
　最後になったが、前述した各実施の形態の記載及び図面の開示は、特許請求の範囲に記
載された発明を説明するための一例に過ぎず、前述した実施の形態の記載又は図面の開示
によって特許請求の範囲に記載された発明が限定されることはない。
【符号の説明】
【０２４１】
１０　　　　　載置部
１４ａ　　　　吟味台
１００　　　　硬貨処理装置
１０１　　　　上位制御部（制御部）
１０２　　　　硬貨制御部（制御部）
１０５　　　　硬貨記憶部（記憶部）
１０９　　　　硬貨処理ユニット
１５０　　　　硬貨識別部
１５２　　　　操作表示部（操作部、表示部）
１５３　　　　ボタン式操作部（操作部）
１５５　　　　上位記憶部（記憶部）
１７０　　　　カードリーダ
２００　　　　紙幣処理装置
２０２　　　　紙幣制御部（制御部）
２０５　　　　紙幣記憶部（記憶部）
２５０　　　　紙幣識別部
３００　　　　登録装置
４００　　　　サーバ
５０２　　　　制御部
５０５　　　　記憶部
５５１　　　　表示部
５５２　　　　操作部
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